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序     文 
 
独立行政法人国際協力機構は、インドと締結した討議議事録（R/D)に基づき、技術協力プロジ

ェクト「住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画」を2006年10月から3年間
実施しました。 
当機構は、協力期間中の活動実績等についてインド側と合同で統合的な評価を行うとともに、

今後の対応策等を協議するため、2009年4月26日から5月16日まで、独立行政法人国際協力機構国
際協力専門員兼農村開発部課題アドバイザー杉山俊士を団長とする終了時評価団を現地に派遣し

ました。 
本報告書は、同調査団によるインド政府関係者との協議及び評価調査結果等を取りまとめたも

のであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを願うものです。 
終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表しま

す。 
 
 平成22年3月 
 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 小原 基文 
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プロジェクト位置図 
 
対象地域：オリッサ州チリカ湖及びチリカ湖周辺地域 

※チリカ湖はインド及び南西アジアにおける最大のラグーン（海に開口する潟湖）である。 

チリカ湖水域面積： 1,500km2 琵琶湖の1.5倍 

チリカ湖周辺住民： 2万戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Balugaon水揚げ場 違法ゲリー（エビ養殖場）の状況 

GPSを利用した操業モニタリング 生計向上活動（養山羊） 

住民が独自に開始した事業（エビの集団出荷） JCC開催状況 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

略 語 表 
 

CARI Central Avian Research Institute - 

CDA Chilika Development Authority チリカ開発公社 

CIFRI Central Inland Fisheries Research Institute - 

CPUE Catch per unit effort 漁獲努力量 

DoA Department of Agriculture 農業局 

DoFARD Department of Fisheries and Animal Resource 
Development 

水産・畜産局1 

FRMC Fishery Resources Management Committee for 
formulating FRMP 

水産資源管理計画策定委員会 

FRMP Fishery Resources Management Plan 水産資源管理計画 

GOI Government of India インド政府 

GOJ Government of Japan 日本政府 

INR Indian Rupee インドルピー 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JPY Japanese Yen 日本円 

LEK local ecological knowledge 伝統的な生態学的知識 

PDM Project Design Matrix プロジェクトデザインマトリ

ックス 

PO Plan of Operation 運営計画 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

SHG Self Help Group 自助グループ 

VAS Veterinary Assistant Surgeon  獣医助手 

 

                                                        
1 水産・畜産局には、水産部門と畜産部門があるが、これらを示す正式な名称はない。関係者の多くは、便宜上、これらの部門を水
産局（Fisheries Department）、畜産局（Animal Husbandry Department）と呼んでいることから、本報告書でも、この呼称を使用してい
る。 

 



 

終了時評価調査結果要約表 
１ 案件の概要 

国名：インド 案件名：住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資
源の持続的利用計画プロジェクト 

分野：貧困削減 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：約2億4,000万円 

（R/D）：2006年10月3日～2009年10
月2日 

先方関係機関：チリカ開発公社（Chilika Development 
Authority：CDA） 

（延長）： 日本側協力機関：なし 

（F/U）： 他の関連協力： 

協力
期間 

（E/N）（無償）   

１－１ 協力の背景と概要 

インドオリッサ州に位置するチリカ湖周辺地域は、ラムサール条約に登録されている自然資源
が豊かな湿地であるが、湖周辺には約12万人の漁民がチリカ湖の資源を糧に生計を立てており、
その大半が貧困層に属している。チリカ湖周辺村落では漁村住民による伝統的漁業が行われてお
り、彼らの収入源及び蛋白源として重要な生活基盤となっているが、経済活動の活発化や人口増
加に伴う漁業資源への圧力の増大、地域開発による水質悪化により、近年漁獲量の減少が懸念さ
れている。 
これに対してオリッサ州政府は1991年にチリカ開発公社（CDA）を設立し、チリカ湖の生態環

境保全や、持続的な自然資源の利用を基本とした分野横断的な開発に取り組んできた。CDAがめ
ざす、持続的な自然資源の利用を基本とした村落開発のためには、漁民を中心とした住民及び水
産局等の関係機関との協働による長期の取り組みが不可欠であり、CDAを中心とした協働体制の
構築が求められている。 
こうした背景の下、技術協力プロジェクト「住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持

続的利用計画」が要請された。この要請に基づきJICAは2005年12月に事前調査を実施し、2006
年7月にR/Dにより協力内容の合意を行った。当該プロジェクトは「チリカ地域の持続可能な農漁
村開発に関するCDAの能力が向上する」をプロジェクト目標として、2006年10月から3年間の予
定で実施されている。今回、プロジェクト終了の6カ月前を迎えたことから、インド側と共同で
これまでのプロジェクトの活動実績を整理、評価するとともに、今後の方向性について協議する
ことを目的に終了時評価調査団を派遣した。 
 
１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 
   チリカ湖における持続可能な農漁村開発が展開される。 
 （2）プロジェクト目標 
   チリカ地域の持続可能な農漁村開発に関するチリカ開発公社（CDA）の能力が向上する。 
 （3）成果 
  1）CDAが漁村住民と共同で水産資源の保存及び管理を行うための能力が向上する。 
  2）漁村住民の生計安定及び向上のためのCDAのプロジェクト管理能力が向上する。 
  3）プロジェクトの効果的な実施のためのCDA及び関係機関による連携体制が強化される。 
 



 

 （4）投入 
  ＜日本側＞ 

長期専門家2名（環境保全/業務調整、業務調整） 
短期専門家5名（チーフアドバイザー/農漁村開発、水産資源管理2名、水質モニタリン

グ、湖水測深・底質音響調査） 
機材供与：車輌、家具、コンピュータ、可動式水質分析器、GPSデータロガー等 
本邦研修：計4回研修実施、計6名受入れ、2009年7～8月研修実施予定（3名） 
ローカルコスト負担：約1,775万円（2009年3月末迄） 

  ＜相手国側＞ 
カウンターパート（C/P）配置：延べ10名 
CDA事務所内にプロジェクト事務所を設置 
ローカルコスト負担：約79万6,800ルピー（2009年3月末迄） 

２ 評価調査団の概要 

総括/水産資源管理 杉山俊士 JICA国際協力専門員兼農村開発部課題アドバイザー 

計画管理 鈴木光明 JICA農村開発部第一グループ水田地帯第三課 

調査者 

評価分析 齋川純子 ㈱コーエイ総合研究所 コンサルティング第三部 

調査期間  2009年4月26日～2009年5月16日 評価種類：終了時評価 

３.評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）成果1達成に向けた活動 
1）水産資源調査及び収集データの管理 
新漁獲データ調査票を導入（2007年10月～）、GPSデータロガーを用いての漁場調査実施

（2008年6月～）、生物・生態学データ及び漁業データを収集している。収集データ管理の
ためのデータベースを整備。収集データは解析され、漁場別/漁具別漁獲量、漁獲努力量、

魚種組成、体長組成、成熟度、魚道データと照合。データ解析に係る研修2回をC/Pに対し
実施、データ解析・ソフトの使い方に係るマニュアルを整備中。 

 

2）社会経済ベースライン調査 
チリカ湖周辺127漁村を対象にベースライン調査を実施（2007年1～5月）、結果はデータブ

ックとして出版。 

 

3）漁村住民啓発ワークショップ 
2008年8月に第1ステージを10漁村で実施、第2ステージ（5漁村対象）はCDA主導で計画・

実施（2009年2月2漁村で実施済、5月3漁村で実施予定）。 
 

4）水産資源管理計画（Fishery Resources Management Plan：FRMP） 
関係者［CDA、JICA専門家、水産局、CIFRI（Central Inland Fisheries Research Institute）

等］がメンバーとなり、計画策定のための委員会を設置（2008年12月）。計画ドラフトが作
成され、2009年8月末迄に最終化の予定。 
 



 

 （2）成果2達成に向けた活動 
1）パイロットプロジェクト対象村の選定 

a）均質性、b）指導者、c）主体性/参加意欲、d）違法漁業の有無、の点から検討し、
Bhusandapur（北部）、Alandapatuna（中部）、Gourangapatna（南部）、Mahisa（外水路部）の
4漁村を選定。 

 

2）パイロットプロジェクト活動の選定 
活動促進・支援のため各村にローカルNGOsを配置。対象村で協議・ワークショップを開

催し、パイロット活動を選定。 

 

3）パイロット活動の実施 
2008年7月より活動開始。畜産局獣医助手（Veterinary Assistant Surgeon：VAS）、農業局農

業普及員が自助グループ（Self Help Group：SHG）メンバーに技術指導を行うなど活動を支
援。カモ飼育（CARI）、ヤギ飼育（畜産局）、乳牛飼育（畜産局）、ラッカセイ栽培（農業
局）についての技術研修をSHGメンバー対象に実施。 

 

4）パイロット活動のモニタリング・評価 
2008年7月以降、CDA C/P、JICA専門家、畜産局担当者・VAS、農業普及員、NGOs、SHG

メンバーが出席してのパイロットプロジェクトに係る月例会合を開催、活動進捗を確認。

CDA C/P及びJICA専門家は定期的に対象村を訪問し、進捗確認、指導を行っている。パイ
ロット活動に対する中間評価（2008年12月）及び最終評価（2009年3月）を実施。活動から
得られた提言・教訓を取りまとめ中。 

 

5）生計向上活動に係るマニュアル作成 
計画立案、研修・訓練、モニタリング、評価に係るマニュアルを2009年8月末までに取り

まとめ、出版予定。 

 

 （3）成果3達成に向けた活動 
1）JCC会議 
これまで6回の合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）を開催（2006年12月、

2007年7月、2008年1月、2008年5月、2008年12月、2009年5月）、政府関係機関［森林・環境
局、水産・畜産局（Department of Fisheries and Animal Resource Development：DoFARD）、農
業局等］が出席、プロジェクトの進捗、問題点、関連機関との連携強化を確認。 

 

2）プロジェクト最終報告書 
2009年6月から作成開始、個々のプロジェクト活動に係る分析結果・報告・マニュアル等

が別冊となる予定。 

 

 

 



 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性・・・妥当性は「非常に高い」と評価される 
本プロジェクトは、インド側の開発政策（第11次5カ年計画、2007～2012年）、日本のODA

政策（対インド国別援助計画、2005年12月）また、チリカ湖における水産資源管理を通じて
地域の持続的な発展に資するという対象地域・グループのニーズに整合しており、妥当であ

る。 

 

 （2）有効性・・・有効性は「高い」と評価される 
  ＜プロジェクト目標の達成状況＞ 

プロジェクト終了までに、水産資源管理計画が策定され、州政府への提出準備が整うこと

が見込まれる。漁村住民の生計向上活動に係るプロポーザルが第13次中央政府財政委員会グ
ラントへのCDA行動計画に含まれており、同様の活動が継続することが見込まれる。よって、
プロジェクト終了までに、プロジェクト目標を達成する可能性は高いといえる。 

 

（3）効率性・・・効率性は「中程度」と評価される 
＜投入＞ 

水産資源管理専門家は第1、2年次の投入に遅延があったうえ、3年次より要員が替わった。
同分野の業務は長期かつ継続的な関与が必要であり、これを確保する配慮がなされるべきで

あった。その他の専門家、本邦研修、供与機材といった日本側からの投入は、プロジェクト

活動、成果の達成のために、おおむね適切に活用されている。本プロジェクト活動に必要な

CDA C/Pの業務量と実際に割り当てることが可能な業務時間・量のバランスがとれていない
こともあったが、基本的にはC/Pの本プロジェクトへの積極的関与がみられた。 

 

＜活動＞ 

本プロジェクトでの活動は、成果（アウトプット）を生み出すためにおおむね適切かつ十

分であったといえる。ただし、水産資源管理計画のベースとなる水産資源調査は1年あまり
の実施であり、同調査は長期的に継続する必要がある。また、パイロットプロジェクトにお

いて、ファシリテーターとして従事しているNGOsの技術的能力が想定よりも低く、パイロ
ット活動実施の効率性に影響した。 

 

＜成果の達成状況＞ 

   1）成果1 
CDA C/Pは、本プロジェクトを通じて、水産資源調査、収集データ分析、水産資源管理
計画策定、漁村住民啓発活動に係る経験及び技術を積んでおり、漁村住民と共同で水産

資源の保存及び管理を行うための能力は強化されたと考えられることから、成果1は達
成しているといえる。 

2）成果2 
パイロットプロジェクト実施を通して、CDA C/Pは、生計向上活動に係る参加型計画立
案、実施・モニタリング・評価、関係機関との連携について、新たな経験及び知識を得

ている（C/Pの自己評価にもよる）。VASs、NGOs、SHGメンバーからの意見によれば、



 

CDA C/Pはパイロットプロジェクトの実施を適切に調整し、問題に対応しているとのこ
とである。よって、漁村住民の生計安定及び向上のためのCDAのプロジェクト計画及び
管理能力は向上したと考えられ、成果2は達成しているといえる。 
本プロジェクトでは、水産資源データ管理・分析システム構築、ガイドライン・マニ

ュアルの作成など、CDAが組織として知識・技術を蓄積するための配慮もなされている。 
3）成果3 
「チリカ湖の包括的開発に向けての関連諸機関との協力及び連携」はCDAの任務に含ま
れているが、本プロジェクトでの、水産資源管理計画策定、パイロットプロジェクト実

施等を通して、CDA、政府関係機関、村落コミュニティーとの連携体制は強化されてい
る。よって、成果3は十分に達成しているといえる。 

 

 （4）インパクト・・・インパクトは「高い」と評価される 
水産資源データ収集、漁村住民の生計向上活動に係るプロポーザルは既にCDA行動計画に

含まれ、水産資源開発計画は最終化ののち、州政府に提出の予定である。上位目標が達成さ

れるか否かは、これらプロポーザル・計画が承認され、広く実施されるか次第である。 

本プロジェクトで実施されたチリカ湖周辺127漁村ベースライン調査は初めての網羅的大
規模調査である。水産資源調査は科学的根拠に基づく初めての試みである。これら調査の分

析結果は、本プロジェクトに限らず、CDA及び他機関により有効活用できるものである。ま
た、パイロットプロジェクト活動を通して、対象SHGsに好ましい変化が生じた（メンバー
間の結束強化、協働作業への積極性向上、CDA・関係局職員との関係強化、新たな経済活動
の開始等）。 

 

 （5）自立発展性・・・自立発展性は「高い」と評価される 
CDAは、森林・環境局、水産・畜産局、農業局等、関係機関と良好な関係を維持しており、

今後もこれらの機関からの支援が大いに見込める。財政面では、本プロジェクトで実施され

た活動と同様の活動がCDA行動計画に含まれており、予算確保がある程度見込める。水産資
源データ収集はCDAの現状要員・予算で継続が十分可能である。本プロジェクトでの活動を
通じてCDA C/Pの知識・技術は向上しており、同様の活動を継続実施していく能力は十分に
備わっている。本プロジェクトでは、水産資源データ管理・分析システム構築、ガイドライ

ン・マニュアルの作成等、CDAが組織として知識・技術を蓄積するための配慮もなされてい
る。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 
特になし。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 
JCC会議、水産資源管理計画策定委員会、パイロットプロジェクト月例会合等を通じて、

プロジェクト活動が定期的にモニターされ、問題への対応がなされている。 

 



 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 
案件形成からR/Dに至るプロセスのなかで、スコープ及びその焦点に変更があった。この

経緯を示す公式文書がなく、関係者間の協議も十分でなかったことが、関係者がプロジェク

トデザインマトリックス（Project Design Matrix：PDM）をはじめとしたプロジェクト内容に
共通の理解をもつことの妨げとなった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 
現場でパイロットプロジェクト活動に従事するNGOsの技術的能力が想定よりも低かった

ことが、スムーズな活動実施の妨げとなった。 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトは、インド側の開発政策、日本のODA政策、対象地域・グループのニーズと整
合しており妥当である。前半は進捗に遅延があったが、関係機関との連携を通じ、水産資源調査、

漁村社会経済ベースライン調査、漁村住民啓発活動、水産資源管理計画策定、パイロットプロジ

ェクト等のさまざまな活動を実施してきた。プロジェクトによる投入はこれらの活動におおむね

適切に活用され、これまで十分な成果を達成してきており、プロジェクト目標についても終了時

迄に達成されることが大いに見込めることから、プロジェクトの効率性、効果は高い。本プロジ

ェクトで取りまとめられる出版物は今後類似の活動を実施する際に有効なガイドライン・マニュ

アルになり得る。また、パイロット活動を通して対象SHGs自身の能力向上も進むなど、インパ
クトもみられた。プロジェクト終了後の自立発展性は、政策、財政、組織・技術的な側面におい

て、ある程度確保されることが見込まれる。以上より、R/Dで合意されたとおり、2009年10月に
本プロジェクトを終了することは妥当である。 

 

３－６ 提言 

＜プロジェクト終了までに取り組むべきこと＞ 

 （1）水産資源調査 
・収集すべきデータの収集頻度、範囲、サンプルサイズ等を検討、明確化する。 

・漁民の伝統的な生態学的知識（local ecological knowledge：LEK）活用についてのガイド
ラインを策定する。 

・データ分析手法、関連ソフトウェアの使用法に係るマニュアル及びガイドラインを整備す

る。また、CDA C/Pへの必要な研修を実施する。 
・チリカ湖資源の生物・生態学的分析結果を出版物として取りまとめる。 

 

 （2）パイロットプロジェクト活動の取りまとめ 
・対象村落の社会・経済・文化・地理的特性を考慮したうえで、パイロット活動で得られた

経験及び教訓を報告書に取りまとめる。 

・計画立案、モニタリング、評価に係るマニュアル、研修教材を取りまとめる。 

・パイロット活動が村落での漁業関連活動にどのように影響しているかモニターし、評価す

る。 



 

 （3）水産資源管理計画の最終化 
・漁民の社会・経済的状況を十分に考慮した水産資源管理対策を検討する。 

・水産資源管理対策実施に係る手続き、概算予算を計画に含める。 

・計画内容を漁民と共有する機会を設け、意見聴取をし、最終計画に反映させる。 

・専門家、政策立案者等を含む関係者との十分な協議を行い、基本的合意を得る。 

 

 （4）広報 
・プロジェクトの成果である①チリカ湖における生物学的・生態学的特徴と水産資源の状況、

②チリカ湖周辺漁村社会経済状況ベースライン調査分析結果、③代替生計向上活動に係る

パイロットプロジェクトからの教訓、④住民啓発ワークショップ報告については出版物と

して取りまとめ、広く配布する。 

・出版物はCDAウェブサイト上で公開する。 
 

 （5）ワークショップの開催 
・プロジェクト成果を関係者と共有するため、CDA、JICA専門家、中央・州政府関係機関、
大学・研究機関、他ドナー、NGOs、SHGs、漁民代表者など、広く関係者の参加を伴った
ワークショップを開催する。 

 

＜プロジェクト終了以降に取り組むべきこと＞ 

 （1）水産資源管理計画の実施 
・CDAは、森林・環境局を通じて、計画プロポーザルを州政府に提出する。 
・同プロポーザル承認に向けての進捗をCDAはフォローする。必要に応じ、関係局と協議を
行い、支援を得る。 

・計画承認後は、CDAもしくは実施機関として任命された機関は、関係機関と協力し、同計
画を実施する。 

・CDAが継続的に収集する水産資源データに基づき、同計画の定期的見直しを行う。 
 

 （2）代替生計向上活動の実施 
・予算承認後は、CDAは関連機関と協力のうえ、パイロットプロジェクトでの教訓を生かし、
代替生計向上活動を他村落でも展開する。 

 

 （3）関係機関との連携・協調体制の維持 
・CDAは本プロジェクト活動を通じて強化された関連機関との協調・連携体制を維持する。 

 

３－７ 教訓 

・インドにおいては、C/PにとってJICA技術協力プロジェクトは初めてという可能性が高いこと
から、プロジェクト準備及び実施当初段階で、コミュニケーション及び合意形成に時間を要す

ることを、日印双方とも認識しておく必要がある。 

・案件形成の過程を含むプロジェクト文書はプロジェクト実施前に作成し、関係者間で共有すべ

きである。 



 

・案件形成においてはC/Pとなる組織の特性に十分配慮する必要がある。複合セクターを扱う調
整機関の性格をもつ組織の場合は、プロジェクトの各コンポーネントの実施にかかわってくる

機関の役割についても十分考慮する必要がある。 

・インドでの技術協力プロジェクトでは、NGOsの活用は避けては通れないことから、NGOsの活
用に係る教訓につき情報を蓄積していくことが望ましい。 

 

３－８ フォローアップ状況 

該当なし 

 
 



終了時評価調査結果要約表（英文） 
I. Outline of the Project 
Country: India Project title: Conservation and Wise-Use of Natural 

Resources of Chilika Lagoon through Community 
Participation 

Issue/Sector: Poverty Reduction Cooperation scheme: Technical Cooperation 
Division in charge: Rural Development 
Department 

Total cost: 240million Yen 

Partner Country’s Implementing Organization: 
Chilika Development Authority (CDA) 

 
Period of 
Cooperation 

(R/D): 3 October 2006 to 2 
October 2009 
(Extension): 
(F/U) : 
(E/N)（Grant Aid）  

Supporting Organization in Japan: 
None 

Related Cooperation: 
1. Background of the Project 
Chilika lagoon in the state of Orissa has been designated as Ramsar site since 1981. About 120,000 
traditional fishers in fishing communities in and around the Chilika lagoon depend on its fishery 
resources for income as well as protein sources. However, it is of concern on the fishing pressure due 
to increasing population and economic activities. Since the traditional fishers depend on limited natural 
resources in the lagoon, their livelihood is quite vulnerable to these negative impacts. Therefore, it is 
an important issue to improve and stabilize the livelihood of people in and around the lagoon while 
simultaneously conserving the wetland. In this regard, prolonged collaborative activity by community 
people is indispensable for community development based on the conservation of natural environment 
and sustainable use of natural resources. Therefore, it is required to promote environmental awareness 
for conservation and sustainable use of natural resources. In this regard, the CDA should take a major 
role to establish a system of support and collaboration among stakeholders and government agencies. 
With this background, the Government of India (GOI) requested support of the Government of Japan 
(GOJ) under the form of technical cooperation. Responding to the request, the record of discussion
(R/D) was signed in July 2006. The three-year technical cooperation project “Conservation and 
Wise-Use of Natural Resources in Chilika Lagoon through Community Participation” was launched in 
October 2006. The Project is being implemented for the last two and half years and will be completed
after six months. JICA and CDA formed a joint terminal evaluation team for the purpose of reviewing 
the achievements of activities of the Project, evaluating them, and suggesting directions for both 
remaining period of the Project and after the Project completion. 
 
2. Project Overview 
(1) Overall Goal 
Sustainable rural development activities are expanded in and around Chilika lagoon. 
(2) Project Purpose 
Strengthening the capacity of CDA to plan and carry out sustainable development of rural communities
inhabiting in and around Chilika lagoon. 
(3) Outputs 
Output 1: The capacity augmentation of CDA to plan and conduct scientific fishery resources 
management in collaboration with fishers for conservation and wise-use of natural resources of 
Chilika lagoon. 
Output 2: The project formulation and management capacity enrichment of CDA for securing and 
improving the livelihood of fishing communities in conformity with environment in pilot villages. 
Output 3: The collaboration mechanism among CDA, government agencies and rural communities are 
strengthened for effective implementation of the project. 
(4) Inputs 

Japanese side: 
Dispatch of Experts: two long-term experts (natural resource management and conservation 
/project coordinator, project coordinator), five short-term experts (chief advisor/rural 



development, fishery resources management (2), water quality monitoring, and acoustic survey) 
Equipment: vehicle, furniture, computers, potable water meters, GPS data loggers, etc. 
Local cost: around 17.75 million yen (by the end of March 2009) 
Trainings in Japan: 6 trainees in 4 training courses in Japan (another 3 trainees will be dispatched 
in Jul.-Aug. 2009) 
                                                     Total Cost   240 Million Yen  

Indian side: 
Appointment of counterparts: 10 persons in total 
Provision of office space for the Project in CDA office 
Local cost : around 796,800 Indian Rupees (by the end of March 2009) 

II. Evaluation Team 
Members of 
Evaluation 
Team 

Mr. Shunji Sugiyama, Leader, Senior Advisor, JICA 
Mr. Mitsuaki Suzuki, Evaluation Management, Assistant Director, Paddy Field Based 

Farming Area Division 3, Rural Development Department, JICA 
Ms. Junko Saikawa, Evaluation Analysis, Consultant, KRI International Corp. 

Period of 
Evaluation 

26 April to 16 May 2009 Type of Evaluation: terminal evaluation 
 

III. Results of Evaluation 
1. Summary of Achievements 
(1) Activities for achieving Output 1 
1) Fishery resources survey and data management: A new log book was introduced in Oct. 2007. 
Fishing ground survey with using GPS data-loggers has been undertaken since Jun. 2008. Biological 
and ecological data as well as fishery data have been collected. A database system has been developed 
for managing data collected. Data collected are analyzed for collating them into fishing 
ground/gear-wise fish-catch, CPUE, species composition of catch, length frequencies, maturity, 
migratory routes. Trainings on data analysis with using software were conducted for CDA C/P twice. 
Manuals for data analysis and usage of software are under preparation. 
2) Baseline survey on socio-economic situation in the rural communities: Baseline survey was 
undertaken for 127 fishing communities in/around Chilika lagoon (Jan.-May 2007). The result of the 
survey was published as a data book in Jan. 2009. 
3) Sensitization workshops for fishing communities: First stage of sensitization workshops were 
undertaken in 10 villages in Aug. 2008. Implementation of the second stage workshops for 5 villages 
has been initiated by CDA (2 villages were already undertaken in Feb. 2009). 
4) Fishery Resources Management Plan (FRMP): Committee for formulating a FRMP was established 
in Dec. 2008 with participation of CDA, JICA experts, Fisheries Dept., CIFRI, etc. First draft of the 
FRMP has been prepared and will be finalized by the end of Aug. 2009. 
(2) Activities for achieving Output 2 
1) Selection of the target villages for pilot projects: 4 villages of Bhusandapur (north), Alandapatuna 
(central), Gourangapatna (south), and Mahisa (outer channel) were selected considering their i) 
homogeneity, ii) leader, iii) ownership/interest, iv) with/without illegal fishing. 
2) Formulation of pilot projects: Four local NGOs were assigned to facilitate/support the activities in 
respective villages. A series of consultation and workshops were held in each village (since Feb. 2008) 
for selecting possible alternative income generating activities. 
3) Implementation of pilot projects: Pilot project activities were started in Jul. 2008. VASs from 
DoFARD and a junior agriculture officer from DoA have supported these activities by providing 
technical guidance to SHG members. Technical trainings were also designed and provided by CARI 
(duck farming), DoFARD (goat farming and dairy), and DoA (groundnuts cultivation).  
4) Monitoring/evaluation of pilot activities: Monthly meetings have been held by CDA C/Ps, JICA 
experts, a senior officer and VASs from DoFARD, a junior agriculture officer, NGOs, and SHG 
members since Jul. 2008 for monitoring the progress of the activities. CDA C/Ps and JICA experts 
regularly visit these villages to monitor the activities and provide necessary instruction/guidance. 
Mid-term review and terminal review for pilot projects were conducted in Dec. 2008 and Mar. 2009, 
respectively. Recommendations and lessons learnt from the activities are under compilation. 
5) Manuals on livelihood improvement activities: Manuals for planning, training, monitoring, and 



evaluation are planned to be compiled and published based on the experiences from the pilot projects.
(3) Activities for achieving Output 3 
1) JCC meetings: They have been held 6 times (Dec. 2006, Jul. 2007, Jan. 2008, May 2008, Dec. 
2008, and May 2009) to share information on progress of the Project and discuss its problems, with 
participation of relevant government departments (Dept. of F& E, DoFARD, DoA, etc.) 
2) Project final report: It will be prepared from Jun. 2009. Analytical results, reports and manuals 
regarding respective Project activities will be annexes for this final report. 
 
2. Summary of Evaluation Results 
(1) Relevance 
The Project is relevant to Indian development policies (11th Five Year Plan, 2007-2012), Japanese 
ODA policies (Japan’s Country Assistance Program for India, May 2006), and needs of the target area 
and groups. 
 
(2) Effectiveness 
Achievement of the Outputs 
Output 1: Through the Project activities, CDA C/Ps have enhanced their skills and experiences on 
fishery resources survey, analysis of fishery data, formulating a FRMP, and sensitizing fishers. 
Therefore, it is considered that capacity of CDA C/Ps to plan and conduct scientific fishery resources 
management in collaboration with fishers has been further strengthened; thus this output 1 has been 
achieved. 
Output 2: CDA C/Ps have acquired experiences and knowledge on participatory planning, 
implementation, coordination with other agencies, monitoring and assessment of livelihood 
improvement activities, which could be also heard from comments of a CDA C/P officer. VASs, NGOs 
and SHG members interviewed stated that CDA officers have appropriately coordinated the pilot 
project activities and addressed their problems by providing guidance. Therefore, it is evaluated that 
capacity of CDA C/Ps to plan and manage livelihood improvement activities in fishing communities 
has been enhanced; thus this output 2 has been achieved. 
In order to accumulate institutional memories to enhance the capacity of CDA as a whole, the Project 
has also made such efforts as developing the systems for managing and analyzing fishery resources 
data collected and preparing several manuals and guidelines. 
Output 3: Though “cooperation and collaboration with other institutions of the states, national or 
international institutions for all-round development of the Lake” is included in mandates of CDA, it 
could be said that collaborative mechanism among CDA, government agencies and rural communities 
has been further strengthened through the Project activities such as formulating a FRMP and 
undertaking pilot projects. Thus, it could be thought that this output 3 has been achieved to sufficient 
extent. 
Achievement of the Project Purpose 
It is highly expected that the FRMP will be prepared and ready for submission to the State 
Government within the Project period. In addition, undertaking livelihood improvement activities for 
fishers in/around Chilika lagoon is included in the CDA action plan already proposed for 13th Finance 
Commission Grant (2010-2015). Therefore, it is highly expected that the project purpose will be 
achieved by the end of the Project period. 
 
(3) Efficiency 
Efficiency of Inputs: Dispatch of the expert on fishery resources management was delayed in the 1st 
and 2nd fiscal years, and this expert was changed to another one. Efforts should have been made to 
ensure long-term engagement of an expert to these duties. Other inputs from Japanese side (e.g. other 
experts, trainings in Japan, and equipment) have generally been utilized for undertaking project 
activities for achieving the outputs. Although the work volume of CDA C/Ps required for undertaking 
the Project activities was sometimes not balanced to actual time and efforts allocated by them, they 
basically have positively committed to the Project activities. 
Efficiency of Activities: The Project activities are appropriate and sufficient in general for generation 
the outputs. However, though fishery resources survey has been conducted for a year under this 



Project, it needs to be continued further for longer-term basis to upgrade the FRMP in the future. In 
addition, technical competency of the local NGOs who have worked as facilitators at the pilot sites 
was not high enough, which have impeded efficiency. 
 
(4) Impacts 
Proposals for related activities including fishery resources data collection and alternative livelihood 
options for fishers have been incorporated in the CDA action plan already submitted to the 
Government. In addition, the FRMP is to be proposed to the State Government after its finalization. 
Prospect for achieving the overall goal of the Project highly depends on actual implementation of such 
activities in wider areas in future. 
The Project has brought several other positive impacts. The baseline survey covering 127 villages 
in/around Chilika lagoon is the first of its kind in terms of comprehensive coverage of whole lagoon 
area. Also, the fishery resources survey was the first attempt with scientifically sound measures. 
Resulting analysis could be utilized not only for fishery resources management plan formulation but 
also for other departments/institutes for planning livelihood improvement activities and conducting 
fisheries resources survey in other areas. Through pilot project activities, target SHGs have been 
changed to better; i.e. strengthened unity among its members, their positive attitude toward collective 
works, strengthened cooperative relations to CDA and other related departments, and start of 
additional economic activities. 
 
(5) Sustainability 
Since CDA has maintained favorable relations with other departments such as Dept. of F & E, DoA 
and DoFARD, policy supports from these departments are highly expected to be continued. Financial 
aspects for continuing the similar activities including fishery resources data collection and livelihood 
improvement activities for fishers are likely to be ensured. Regarding technical and organizational 
aspects, it can be observed that capacity of CDA C/Ps have been further strengthened through the 
Project activities to continue quality activities. The Project has also made such efforts as developing 
the systems for managing and analyzing fishery resources data collected and preparing several 
manuals and guidelines to accumulate institutional memories to enhance the capacity of CDA as a 
whole. 
 
3. Factors that promoted realization of effects 
(1) Factors concerning to Planning 
None. 
 
(2) Factors concerning to the Implementation Process 
Through several meetings such as JCC meeting, FRMC meeting, and monthly meeting for pilot 
projects, the Project activities have been regularly monitored and problems occurred have been 
appropriately addressed. 
 
4. Factors that impeded realization of effects 
(1) Factors concerning to Planning 
Scope and focus of this Project has been changed in the process from project formation to R/D. 
However, an official document explaining this background was not prepared and this issue was not 
sufficiently discussed among related parties, which has prevented those parties from having common 
understanding on the Project scope including PDM. 
 
(2) Factors concerning to the Implementation Process 
Technical competency of the local NGOs who have worked as facilitators at the pilot sites was not 
high enough, which have impeded efficiency. 
 
5. Conclusion 
The Project is consistent with development policy of the GOI, Japanese ODA policies, and reflects the 
needs of the target area and groups. Despite slow pace in the first half of the Project period, the Project 



has undertaken several activities toward conservation and wise-use of natural resources of lagoon 
through positive collaboration with other stakeholders. Inputs of the Project have been appropriately 
utilized for the activities, leading to sufficient amount of accomplishment in the outputs. Project 
purpose is also highly expected to be achieved by the end of the Project. Thus, effectiveness and 
efficiency of the Project could be though high. Positive impacts (e.g. compilation of publications 
which could be effective guideline and manuals for future similar activities, capacity enhancement of 
SHG members) have been generated by the Project. Sustainability after the Project completion could 
be ensured to certain extent in terms of policy, financial, organizational and technical aspects. Judging 
from these results, it could be concluded that the Project could be terminated in October 2009 as 
initially agreed in the R/D.  
 
6. Recommendations 
In order to complete the Project with full achievement of its purpose and to ensure future 
sustainability of effects, it is recommended to work on these efforts and actions as follows: 
Actions to be taken within the remaining Project period 
(1) Fishery resources survey 
・ Frequency at which each data items should be collected, required minimum coverage of data 

collection and sample size shall be examined and described. 
・ Guidelines on the effective use of local ecological knowledge (LEK) of fishers in fishery data 

collection shall be prepared. 
・ Manuals and guidelines on analytical methods/procedure and related software shall be developed 

and prepared. Necessary training shall be provided to CDA C/Ps.   
・ The results of biological/ecological analysis of lagoon resources shall be compiled as a publication. 
(2) Compilation of the pilot project activities 
・ Lessons learnt and experiences gained from the pilot activities shall be compiled as reports with 

consideration of socio-economic, cultural and geographical characteristics of the target villages. 
・ A manual on how to plan, implement, monitor and evaluate livelihood improvement activities as 

well as related training materials should be compiled. 
・ How the pilot activities affect present practices of fishery related activities of the community shall 

be monitored and assessed. 
(3) Finalization of the FRMP 
・ Possible resource management measures should be examined, with consideration of socio-economic 

situation of fishers. 
・ Brief procedure and guidance of implementing proposed management measures should be included 

in the FRMP, together with indicative budget estimate required for the implementation. 
・ Opportunities should be secured for fishers’ communities to learn the contents of the proposed plan, 

express their opinions, and discuss acceptable options. 
・ Full discussion on the FRMP with the stakeholders including experts and policy planners should be 

made and their basic consensus should be obtained.  
(4) Public Relations 
・ Major outputs of the Project should be compiled as publications and distributed to the interested 

parties and individuals.  
・ Those outputs should be posted on the website of CDA. 
(5) Stakeholder Workshop 
・ In order to share the outputs of the Project with stakeholders, a workshop should be held with wide 

participation of the stakeholders including CDA, JICA, concerned departments/agencies of the State 
Government, concerned ministries of GOI, universities/research institutions, other donors, NGOs, 
SHGs, representatives of fishers, and so forth. 

 
Actions to be taken after the Project completion 
(1) Implementation of the FRMP 
・ CDA should ensure the prompt submission of the proposal on the FRMP through Dep. of F & E to 

the State Government for implementation. 



・ CDA should monitor progress of the approval on FRMP. If necessary, CDA shall take immediate 
actions to expedite the progress by discussing with departments concerned to obtain their supports. 

・ Upon approval of the FRMP, either CDA or the department to be appointed as the implementing 
agency for the FRMP shall undertake the plan in cooperation with others. 

・ The FRMP should be periodically reviewed based on the fishery data/information to be 
continuously collected by CDA. 

(2) Implementation of the alternative livelihood options for fishers 
・ Upon approval by the Government, CDA and other related departments shall implement activities in 

other villages in line with the lessons learnt from the pilot projects. 
(3) Maintenance of coordination functions among parties concerned 
・ CDA should maintain coordination mechanisms with concerned parties which were followed during 

the Project activities. 
 
7. Lessons Learnt 
・ Since there is a high possibility that it is the first experience for a counterpart organization to 

accommodate JICA technical cooperation in India, both Japanese and Indian sides should recognize 
that more time is required to have communication and consensus-building between both parties at 
project preparation stage and beginning stage of its implementation. 

・ Project document including explanatory note on project formation process should be prepared and 
shared among parties concerned before implementation of the project. 

・ In the process of project formation, sufficient consideration should be give to characteristics of an 
organization to become a counterpart agency in the process of project formation. If the counterpart 
agency is like a coordination organization dealing with multi-sector issues, roles and responsibilities 
of the related organizations to be actually involved with implementation of respective project 
components should be also considered. 

・ Since it is indispensable to utilize NGOs for implementing technical cooperation projects in India, it 
is recommended that lessons regarding utilization of NGOs should be accumulated. 

 
8. Follow-up Situation 
(Not applicable) 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 終了時評価調査の背景と目的 

インド東部のオリッサ州に位置するチリカ湖周辺地域は、ラムサール条約に登録されている自

然資源が豊かな湿地である。湖周辺には約12万人の漁民がチリカ湖の資源を糧に生計を立ててお
り、その大半が貧困層に属するチリカ湖周辺漁民の生計の向上及び安定を図ることが重要な課題

となっている。チリカ湖周辺村落では従来漁村住民による伝統的漁業が行われており、彼らの収

入源及び蛋白源として重要な生活基盤となっているが、経済活動の活発化や人口増加に伴う漁業

資源への圧力の増大、地域開発による水質悪化により、近年漁獲量の減少が懸念されている。 
これに対してオリッサ州政府は1991年にチリカ開発公社（Chilika Development Authority：CDA）

を設立し、チリカ湖の生態環境保全や、持続的な自然資源の利用を基本とした分野横断的な開発

に取り組んできた。CDAがめざす、持続的な自然資源の利用を基本とした村落開発のためには、
漁民を中心とした住民及び水産局等の関係機関との協働による長期の取り組みが不可欠であり、

CDAを中心とした協働体制の構築が求められている。 
こうした背景の下、技術協力プロジェクト「住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持

続的利用計画」が要請された。この要請に基づきJICAは2005年12月に事前調査を実施し、2006年7
月にR/Dにより協力内容の合意を行った。当該プロジェクトは「チリカ地域の持続可能な農漁村開
発に関するCDAの能力が向上する」をプロジェクト目標として、2006年10月から3年間の予定で実
施されている。 
現在業務調整の長期専門家を派遣中であり、このほかチーフアドバイザー/漁村開発及び水産資

源管理並びに湖水測深・底質音響調査の3名の専門家がシャトル型で派遣されている。資源管理分
野では、資源評価調査や地形調査等が行われ、これまでに集められた科学的なデータを基に水産

資源管理計画の策定が進められている。また、チリカ湖周辺の127村のベースラインサーベイを実
施し、水産資源管理計画の実行により今後生じることが予想される収入の減少を補填するための

漁民の生計安定・向上のためのパイロット事業を、今回対象に選ばれた4村においてNGOに委託し
て実施している。パイロット事業から得られた経験に基づいて、今後、カウンターパート機関で

あるCDAが独自で実施していく際の事業の管理や手順等を記載したマニュアルが作成される予定
である。これらの活動は、複数の関連機関を巻き込んで行う必要があるため、州政府関係部局や

漁民コミュニティー等との連携構築にも取り組んでいる。 
今回、プロジェクト終了の6カ月前を迎えたことから、インド側と共同でこれまでのプロジェク

トの活動実績を整理、評価するとともに、今後の方向性について協議することを目的に終了時評

価調査団を派遣した。 
 
１－２ プロジェクト概要 

2008年5月に実施された運営指導調査において、修正プロジェクトデザインマトリックス（Project 
Design Matrix：PDM）の合意がなされた。PDMに記載されたプロジェクト概要は以下のとおり。
詳細については、修正PDMを参照（付属資料1．ミニッツAppendix-1Joint Terminal Evaluation Report
のAnnex-1を参照）。 
 （1）上位目標 

チリカ湖における持続可能な農漁村開発が展開される。 
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 （2）プロジェクト目標 
チリカ地域の持続可能な農漁村開発に関するチリカ開発公社（CDA）の能力が向上する。 

 （3）成果 
1．CDAが漁村住民と共同で水産資源の保存及び管理を行うための能力が向上する。 
2．漁村住民の生計安定及び向上のためのCDAのプロジェクト管理能力が向上する。 
3．プロジェクトの効果的な実施のためのCDA及び関係機関による連携体制が強化される。 

 

１－３ 合同評価調査団の構成 
 日本側 

総括/水産資源管理 杉山 俊士 JICA国際協力専門員兼農村開発部課題アドバイザー 

計画管理 鈴木 光明 JICA 農村開発部 第一グループ 水田地帯第三課職員 

評価分析 齋川 純子 ㈱コーエイ総合研究所 コンサルティング第三部 

  
 インド側 

Team Leader Sri G. Rajesh, I.F.S. 
 

Divisional Forest Officer, Chilika Wildlife Division, 
Department of Forest and Environment,  
Government of Orissa 

Member Dr. Basanta Kumar 
Sahu 

Jr. Scientist, Department of Forest and Environment,  
Government of Orissa 

Member Sri Chittaranjan 
Mishra, O.F.S.-l  

Additional Chief Executive, Chilika Development Authority 

 
１－４ 調査日程 

 2009年4月26日（日）～5月16日（土） 

調査工程  

官団員（鈴木） 官団員（杉山） コンサルタント団員（齋川） 

4月26日 日   成田→デリー 

4月27日 月   JICAインド事務所と打合せ、対処方
針会議 
デリー→ブバネシュワール 

4月28日 火   専門家、CDA C/Pインタビュー 
評価メンバーとの打合せ 

4月29日 水   NGOs、畜産局獣医助手（VASs）イ
ンタビュー 

4月30日 木   専門家、CDA C/Pインタビュー 

5月1日 金   CDA C/Pインタビュー 

5月2日 土   サイト視察（Balugaon水揚げ場、
WRTC、Bhusandapur村） 
自助グループ（SHGs）インタビュー
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5月3日 日   収集情報整理 

5月4日 月  成田→デリー 水産局職員インタビュー 

5月5日 火  JICAインド事務所と
打合せ 
デリー→ブバネシュ

ワール 

CDA C/Pインタビュー 

5月6日 水  専門家、CDA C/Pインタビュー、評価メンバーとの打合せ 

5月7日 木 成田→デリー 水産・畜産局局長と面談 

5月8日 金 環境局局長、農業局局長と面談 

5月9日 土 サイト視察（Balugaon水揚げ場、WRTC、Gourangapatna村）、SHGsインタビュー 

5月10日 日 評価報告書取りまとめ 

5月11日 月 合同評価団内での協議 

5月12日 火 New Mouth視察、合同評価団内での協議 

5月13日 水 ミニッツ及び合同評価報告書に関する協議：環境局局長、CDA Chief Executive 

5月14日 木 合同調整委員会（JCC）会合、ミニッツ署名 
ブバネシュワール→デリー 

5月15日 金 ブバネシュワール 在インド日本大使館及びJICAインド事務所への報告 
デリー発 

5月16日 土 ブバネシュワール 成田着 

 
１－５ 主要面談者 

 （1）インド側関係者 
  ＜チリカ 開発公社：Chilika Development Authority （CDA）＞ 

Dr. Sudarsan Panda Chief Executive, CDA/Project Manager 

Mr. Chittaranjan Mishra Additional Chief Executive, CDA/Deputy Project Manager 

Dr. Krupasindhu Bhatta Scientific Officer, CDA/in charge of Output 1 

Mr. Rabindro Nath Samal Scientific Officer, CDA/in charge of Output 1 

Mr. Sudhansu Sekhar Sahoo Range Officer, CDA/ in charge of Output 2 

Mr. Subodha Kumar Karna Scientific Assistant, CDA 

Mr. Dilip Kumar Sahoo Scientific Assistant, CDA 

Mr. Rajesh Kumar Routray Scientific Assistant, CDA 

Mr. Saibala Parida Scientific Assistant, CDA 

＜森林・環境局：Department of Forest & Environment＞ 
Mr. Bhagirathi Behera Director, Environment & Special Secretary, Department of Forest 

& Environment/Project Director 
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＜水産・畜産局：Department of Fisheries and Animal Resource Development> 
Mr. B. P. Sethi Director, Fisheries, Cuttack 

Director, Veterinary Services & Animal Husbandry, Cuttack 
Mr. Pitabas Behera Deputy Director, Fisheries, Cuttack 

Mr. B. S. Munda Assistant Director of Fisheries, Balugaon 

Mr. S. K. Satpathy Deputy Superintendent Fisheries, Balugaon 

Mr. H. K. Dash Junior Fishery Officer, Fishery Training Institute, Balugaon 

Dr. R. R. Biswal Veterinary Assistant Surgeon, Tangi 

Dr. A. P. Panda  Veterinary Assistant Surgeon, Huma 

Dr. A. K. Jena Veterinary Assistant Surgeon, Brahmagiri 

＜農業局：Department of Agriculture＞ 

Dr. Arvind K. Padhee Director, Agriculture & Food Production 

＜NGOs＞ 
WORD Bhusandapur村担当 

NJNS Gourangapatna村担当 

The People Aladapatna村 

Sarankhyan Mahisa村担当 

＜SHGsメンバー＞ 

Bhusandapur村SHGs   

Gourangapatna村SHGs  

 
 （2）日本側関係者 

＜プロジェクト専門家＞ 
小林 茂 チーフアドバイザー/農漁村開発 

平松 一人 水産資源管理 

伊藤 喜代志 湖沼底質・測深音響調査 

柴田 剛史 業務調整 

＜在インド日本大使館＞ 
福田 敬大 経済班 参事官 

＜JICAインド事務所＞ 
朝熊 由美子 次長 

斎藤 光範 調査役 
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第２章 終了時評価調査の方法 
 
２－１ 評価の方法 

2008年5月に実施された運営指導調査において、プロジェクト目標の指標、アウトプット1の表
現及び指標、アウトプット2の表現及び指標、アウトプット3の指標、活動について、PDMの修正
がなされ、日本・インド双方で合意がなされた。今次終了時評価は、同PDM（version 2、2008年5
月）（付属資料1．ミニッツAppendix-1Joint Terminal Evaluation ReportのAnnex-1を参照）に基づき実
施された。 
本評価は、①プロジェクト実績及び実施プロセスの検証、②評価5項目の検証、③検証結果から

の提言・教訓の取りまとめの3段階からなる。 
プロジェクトチーム作成・提供資料のレビュー、プロジェクト関係者［日本人専門家、CDAカ

ウンターパートを含むスタッフ、水産・畜産局（Department of Fisheries and Animal Resource 
Development：DoFARD）、農業局等の州関係局職員、NGOs、自助グループ（Self Help Group：SHG］
メンバー等］への質問票/質問リストに基づくインタビュー、プロジェクトサイト［Balugaon水揚
げ場所、Wetland Research and Training Center （Chandraput）、Visitors Center （Satapata）］、パイロ
ットプロジェクト実施村落（Bhusandapur、Gourangapatna）の視察を通じて、必要情報・データの
収集を行った。これら収集情報に基づき、PDMにおける投入と活動によるアウトプット（成果）
の達成状況、そのアウトップによるプロジェクト目標の達成状況について、検証を行った。その

うえで、以下の評価5項目の観点からの評価を行った。 
（1）妥当性：相手国政府の開発政策やニーズ等と、プロジェクト目標や上位目標が一致してい

るか、日本の援助政策と整合性がとれているか。 
（2）有効性：プロジェクト目標はどの程度達成されているか、アウトプットとの関係はどうな

っているか。 
（3）効率性：いかに投入がアウトプット達成のために効率的に行われたか。投入された資源の

質、量、手段、時期は適切であったか。 
（4）インパクト：上位目標は達成される見込みか、プロジェクトの実施による意図していなか

った正負の影響・効果はあるか。 
（5）自立発展性：プロジェクト終了後に、その効果・便益がどの程度維持され、拡大されてい

くのか。 
この評価結果を踏まえ、プロジェクトの残りの期間及び終了後における対応方針について協議

し、提言・教訓事項をまとめた。 
 
２－２ 評価のデザインと主な調査項目 

PDM（version 2、2008年5月）に基づき、プロジェクトチーム作成・提供資料の情報を踏まえ、
プロジェクト実績、実施プロセス、評価5項目ごとに、評価設問を設定し、評価グリッドを作成し
た（主な調査項目については、付属資料2．評価グリッド参照）。評価グリッドは英文でも作成し、
インド側評価チームともシェアした。 
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２－３ 情報収集・分析・取りまとめ 

評価グリッドの設問について、プロジェクトチーム作成・提供資料の情報では十分にカバーさ

れていない設問を抽出した。 
日本人専門家、CDA C/Pに対しては質問票を作成し、インタビューの際に、回答内容の確認、追

加情報の入手、意見の聴取を行った。 
CDA雇用のlanding surveyors、水産・畜産局、農業局等の州関係局職員、NGOｓ、SHGメンバー

に対しては、表－１の質問項目に基づきインタビューを行った。 
 

表－１ 関係者向け質問概要 

関係者 質問項目 

水産・畜産局 
（水産部門） 

成 果 1
関連 

水産資源調査への関与、CDAからの情報共有について 
水産資源管理計画策定へのコミットメントの程度 
水産資源管理計画策定プロセスはスムーズか？CDA/JICA専門家の
調整は適切であるか？ 
水産資源管理計画が最終化し、承認される見通しについて 
水産資源管理計画の策定をはじめ、本プロジェクト活動を通じ、CDA
は漁村住民と共同で水産資源の保存及び管理を行うための能力が向
上したと思われるか？ 

水産・畜産局 
（畜産部門） 
農業局 

成 果 2
関連 

パイロット事業の対象村落、対象事業の選択は適切であったか？ 
パイロット事業の実施により、改善された点、成果・効果について。
対象村落での生計向上につながっているか？ 
パイロット事業実施（特に技術指導）における問題点について 
パイロット事業の実施及びモニタリング体制は適切であるか？

CDA/JICA専門家の調整は適切であるか？ 
パイロット事業の実施を通じ、漁村住民の生計安定及び向上のため
のCDAのプロジェクト管理能力が向上したか？ 

水産・畜産局 
農業局 
森林・環境局 

成 果 3
関連 
 

JCC及び関連会議において、本プロジェクトの問題点及び対応策が適
切に協議されているか？ CDA/JICA専門家の調整は適切であるか？
CDAと関連機関との会議・協議をはじめ、本プロジェクト活動を通
じ、プロジェクトの効果的な実施のためのCDA及び関連機関による
連携体制が強化されたか？ 

水産・畜産局 
農業局 
森林・環境局 

自立発
展性に
関連 

本プロジェクトの効果を持続するため、プロジェクト終了後も、イ
ンド側の政策・制度・財政面での支援が見込めるか？ 

Landing 
Surveyors 

成 果 1
関連 

新漁獲データ調査票、GPSデータロガーを用いての調査に、問題はなか
ったか？ 
CDAスタッフ、JICA専門家による技術指導は適切であったか？ 
指導、調査実施を通じて、水産資源調査に係る技術・知識は向上し
たか？ 
更なる指導なしで、自身のみで、調査実施が可能であるか？改善点
はあるか？ 
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NGO 
（パイロッ
ト事業） 

成 果 2
関連 

パイロット事業の対象村落、対象事業の選択は適切であったか？ 
パイロット事業の実施により、改善された点、成果・効果について。
対象村落での生計向上につながっているか？ 
パイロット事業の実施及びモニタリング体制は適切であるか？

CDA/JICA専門家の調整は適切であるか？ 
農業局及び畜産局の技術訓練の内容、実施方法は適切であったか？
パイロット事業の実施を通じ、漁村住民の生計安定及び向上のため
のCDAのプロジェクト管理能力が向上したか？ 

SHG/漁民 成 果 2
関連 

パイロット事業の実施により、改善された点、成果・効果について。
対象村落での生計向上につながっているか？ 
NGOのファシリテーションは適切であったか？ 
パイロット事業の実施及びモニタリング体制は適切であるか？

CDA/JICA専門家の調整は適切であるか？ 
農業局及び畜産局の技術訓練の内容、実施方法は適切であったか？
パイロット事業の実施を通じ、漁村住民の生計安定及び向上のため
のCDAのプロジェクト管理能力が向上したか？CDAとの関係が強化
されたか？ 

 
プロジェクトサイトについては、landing surveyorsが漁獲データ収集を行っている水揚げ場の一

つであり、水産局の支局があるBalugaon、現場で水産資源調査に従事しているScientific Assistants
が勤務するWetland Research and Training Centerを訪問し、関係者へのインタビューを行った。また、
2000年9月に開口完了した新湖口（New Mouth）への視察を行った。パイロットプロジェクトにつ
いては、実施4村落のうち、Bhusandapur、Gourangapatnaの2村落を訪問し、SHGによる活動を視察
するとともに、SHGメンバーへのインタビューを行った。 
以上を通じて得られた情報・データは、プロジェクト実績、実施プロセス、評価5項目ごとに、

取りまとめ、事実についてはプロジェクトチーム（日本人専門家、CDA C/P）が確認を行い、評価
内容についてはインド側評価チームと協議を行い、最終化した。この評価結果を踏まえ、プロジ

ェクト協力期間終了まで及び終了後の展望につき、プロジェクトチーム及びインド側評価チーム

と意見交換を行った。本終了時評価の結果は、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）
で報告し、関係者の了承を得た。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 
３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 
（1）専門家派遣 

以下のとおり、長期専門家延べ2名、短期専門家延べ5名が派遣されている。詳細は付属
資料1．ミニッツ Appendix-1 Joint Terminal Evaluation Report p.6参照。 
長期専門家：環境保全/業務調整（2006年9月～2008年9月）、業務調整（2008年9月～2009

年10月） 
短期専門家：チーフアドバイザー/農漁村開発（29.9MM）、水産資源管理（2.73MM）、水

質モニタリング（1.43MM）、水産資源管理（11.80MM）、湖水測深・底質音
響調査（4.47MM） 

 
（2）本邦研修 

計4回の本邦研修が実施され、計6名の研修生が参加した。2009年７～8月にも本邦研修を
実施、3名の研修生が参加する予定である。詳細は付属資料1．ミニッツ Appendix-1 Joint 
Terminal Evaluation Report p.6参照。 

 
（3）機材供与 

プロジェクト活動に必要な、車輌、コンピュータ、可動式水質分析器、GPSデータロガー
等が投入されている。これら供与機材の状態は良好で、プロジェクト活動に十分に活用さ

れている。詳細は付属資料1．ミニッツ Appendix-1 Joint Terminal Evaluation Report Annex-2
を参照。 

 
（4）現地業務費 

2008年度（2009年3月）末迄に、約1,775万円を負担している。2009年度は127万円の支出
予定である。内訳については付属資料1．ミニッツ  Appendix-1 Joint Terminal Evaluation 
Report p.7参照。 

 
３－１－２ インド側投入 
（1）カウンターパートの配置 

プロジェクト・ダイレクターが森林・環境局より、プロジェクト・マネージャーを含む

延べ10名がCDAよりカウンターパートとして配置されている。詳細は付属資料1．ミニッツ 
Appendix-1 Joint Terminal Evaluation Report p.8参照。 

 
（2）事務所の提供 

ブバネシュワールのCDA事務所内にプロジェクト事務所が設置されている。 
 
（3）現地業務費 

2008年度（2009年3月）末までに、約79万6,800ルピーを負担している。2009年度は30万9,000 



－9－ 

ルピーの支出予定である。内訳については付属資料1．ミニッツ Appendix-1 Joint Terminal 
Evaluation Report p.8参照。 

 

３－２ 活動の実施状況 

本プロジェクトでは、以下の成果（アウトプット）を達成するために、さまざまな活動が実施

された。 
成果1：CDAが漁村住民と共同で水産資源の保存及び管理を行うための能力が向上する。 
成果2：漁村住民の生計安定及び向上のためのCDAのプロジェクト管理能力が向上する。 
成果3：プロジェクトの効果的な実施のためのCDA及び関係機関による連携体制が強化される。 

 
 ３－２－１ 成果1を達成するための活動 

PDM記載の活動 活動状況 達成状況 

1-1 既存の漁獲
データ調査方法
をレビューし、
改善する。 

2007年10月～ 新漁獲データ調査票（漁法の種類、漁場、過
去10日間の操業日数、ボートの種類の4項目を追加）の導入、
CDA C/Pにより18地点でデータ収集、収集データは水産局と
共同で取りまとめ。 

完了 

1-2 社会経済調
査を含むチリカ
湖周辺村落のベ
ースライン調査
を実施する。 

2007年1～5月にチリカ湖周辺127漁村を対象にベースライン
調査実施、同結果は水産局等と共有するとともに、2009年1
月にデータブックとして出版。 
非漁民カーストで漁業に従事するグループの情報は水産局
から収集するか必要に応じ追加調査を実施する予定。 

2009年 7月
まで継続 

1-3 水産資源管
理のための水質
モニタリングを
実施する。 

2007年2～3月水質モニタリング専門家の調査では、CDAの水
質モニタリング方法に問題なしとの結論。基本的検査項目に
ついてはサンプリング地点で計測し、ラボラトリーでの分析
時間を短縮するため、可動式水質分析器（2器）が供与され
た。 
水質モニタリングはCDAで実施、収集データはエクセルデー
タとして毎月取りまとめている。 

完了 

1-4 自然資源の
持続的利用のた
め、漁村住民を
対象とした啓発
活 動 を 実 施 す
る。 

2008年8月、10漁村でのセンシタイゼーション（啓発）ワー
クショップ（第1ステージ）：チリカ湖の水産資源の現状及び
資源管理の必要性の説明、代替収入源の導入必要性の意見あ
り。結果はブックレットとして取りまとめ、200部印刷。 
第 2ステージセンシタイゼーションワークショップ
（stakeholder consultation workshop）はCDA主導で計画・実施、
漁民の資源管理に係る意向を聴取、2月に2村落で実施、5月
（22、27、29日）に3村落で実施予定、結果については、ブ
ックレットとして取りまとめる予定。 

2009年 5月
まで継続 

1-5 水産資源調
査（資源生物学
的調査・魚類生
態調査）を実施
する。 

2008年4月、専門家及びC/Pは、衛星画像、魚群探知器を用い
ての地形、魚道調査、アクリルパイプを用いての底質（堆積）
調査を実施。その後同様の調査を2回実施。 
漁船用GPSデータロガー（10、うち2は予備）、Microcube（3、
調査船用GPSデータロガー）、データロガー分析ソフトウェ

2009年 8月
まで継続 
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ア、GISソフトウェアを供与。 
2008年6月より、GPSデータロガーを用いて、専門家の指導
の下C/P（scientific assistants及びlanding surveyors）により漁
場調査を実施。調査は月1回、2カ所、各箇所8隻（漁法別3種
類）を対象に実施。生物・生態的データ（成熟度、体長組成、
魚道等）及び漁業データ（漁場、漁獲物の魚種組成、漁獲努
力量等）を収集している。 

1-6 漁獲データ
及び水質パラメ
ータのためのデ
ータ管理システ
ムを開発する。 

収集データ管理のためのデータベースを整備。収集データは
エクセルソフト、データロガー分析ソフトにて解析、漁場別
/漁具別漁獲量、漁獲努力量、魚種組成、体長組成、成熟度、
魚道のデータと照合している。解析データはGISソフトを使
い、地図情報を作成。 
ソフトを使ったデータ解析について、C/Pに対しての研修を
実施（2008年9月、2009年3月）。今後、研修を1～2回実施す
る予定。データ解析、ソフトの使い方についてのマニュアル
は現在作成中。 
水質モニタリングはCDAが独自で毎月実施している。塩分デ
ータは、プロジェクトで塩分分布図のアップデートの際に活
用されている。 

2009年 8月
まで継続 

1-7 水産資源管
理計画を策定す
る。 

2008年12月水産資源管理計画策定委員会（Fishery Resources 
Management Committee for formulating FRMP：FRMC）を設置、
CDA、水産局、 CIFRI（ Central Inland Fisheries Research 
Institute）、Fishery Training Institute、JICA専門家がメンバーと
なっている。 
これまでに3回会合が開催されている。 
水産資源管理計画（Fishery Resources Management Plan：

FRMP）ドラフトは作成、2009年8月末までに最終化の予定で
ある。 

2009年 8月
まで継続 

 
３－２－２ 成果2を達成するための活動 

PDM記載の活動 活動状況 達成状況 

2-1  パイロッ
トプロジェクト
対象村落が選定
される。 

CDAはR/Dで合意された選定基準に基づき、17漁村を対象村
として推薦。 
i）均質性、ii）指導者、iii）主体性/参加意欲、iv） 違法漁
業の有無、の観点から妥当性を検討し、Bhusandapur（北部）、
Alandapatuna（中部）、Gourangapatna（南部）、Mahisa（外水
路部）の4漁村を選定。 

完了 

2-2  対象村落
にて生計向上の
ためのパイロッ
トプロジェクト
が策定される。 

活動の促進・支援のために、ローカルNGOsを各村に配置。 
2008年2月以降、村落管理コミッティーの選定、パイロット
活動の選定のため、対象村落で協議・ワークショップを開催。
以下の活動が選定された。 

 
村落 パイロット活動 

Bhusandapur 養山羊、養牛（牛乳販売）、テントハウスの

完了 
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貸出、塩干魚販売 
Alandapatuna 養山羊、養鴨、グローサリー 
Gourangapatna 養山羊、野菜の集荷・販売、塩干魚類の販売 
Mahisa 灌漑による落花生生産向上、養山羊、グロー

サリー 
   

2-3  生計向上
の一環として必
要な技術を強化
し、かつこれら
の活動の範囲拡
大をするための
村落レベルのワ
ークショップ及
び訓練を行う。 

2008年7月よりパイロットプロジェクト活動開始。 
ヤギ・乳牛の調達が遅延したが、2009年1月までには調達完
了。 
畜産局の獣医助手（VAS）、農業局の農業普及員がSHGメンバ
ーに技術指導を行うなど、パイロット活動を支援。 
畜産局、CARI（Central Avian Research Institute）、農業局は、
以下のとおり、SHGメンバー向けの技術研修を計画・実施し
ている。 
研修内容 実施機関 実施月 
カモ飼育訓練 CARI 2008年8月 
第1回ヤギ飼育訓練 2008年9、10月 
第2回ヤギ飼育訓練 

畜産局 
2009年1、2、3月 

乳牛飼育訓練 畜産局 2009年1、2月 
ラッカセイ栽培訓練 農業局 2009年2月 
    

完了 

2-4  パイロッ
トプロジェクト
の計画立案・モ
ニタリング・評
価の能力強化を
目的としたワー
ク シ ョ ッ プ を
CDA、水産局及
びその他関連機
関 の 職 員 や
NGOsに対して
実施する。 

2007年9月11日 CDA C/P及び水産局職員を対象にプロジェ
クトモニタリングへの理解促進、パイロットプロジェクトに
おけるモニタリング体制の検討を目的にワークショップを
実施。 

完了 

2-5  CDAと漁
村住民が共同し
てパイロットプ
ロジェクトの運
営管理（モニタ
リング、評価ワ
ー ク シ ョ ッ プ
等）を実施する。 

畜産局本プロジェクト担当者、VAS、農業局の農業普及員の
参加により、Technical Committeeを組織。 
2008年7月以降、CDA C/P、専門家、technical committeeメンバ
ー、NGOs、SHGメンバーの出席による、月例会合が開催さ
れている。同会合では、パイロット活動の進捗が確認され、
必要な指示・指導がなされている。 
CDA C/P、専門家は、定期的に対象村を訪問し、パイロット
活動の進捗をモニターするとともに、NGOs、SHGメンバー
に対する指導を行っている。 

2009年 7月
まで継続 
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パイロット活動の中間評価（2008年12月）、最終評価（2009
年3月）を実施。パイロット活動から得られた提言・教訓を
取りまとめ中であり、7月までには出版物として最終化の予
定。 
2009年1月以降、landing surveyorsにより、簡易な形でのパイ
ロット活動の月例モニタリングが実施されている。 

2-6  生計向上
活動の運営管理
手法の標準化の
ために、計画立
案・モニタリン
グ・評価に係る
マニュアルが作
成される。 

中間評価、最終評価報告書から抜粋した形で、計画立案、研
修・訓練、モニタリング、評価に係るマニュアルを2009年8
月末までに取りまとめ、出版する予定である。 

2009年 8月
まで継続 

 
３－２－３ 成果3を達成するための活動 

PDM記載の活動 活動状況 達成状況 

3-1 JCC会議に
よりプロジェク
トの問題点及び
対応策が関連機
関により協議さ
れる。 

これまで以下のJCCが開催されている。 
第1回（2006年12月15日）：8名出席、漁獲圧減少の必要性、
漁業以外の収入源の導入、PO・Activity Plan・要員配置計
画の承認 
第2回（2007年7月5日）：11名出席、2006年10月～2007年3月
のプロジェクト作業進捗確認、2007年度活動計画の承認 
第3回（2008年1月16、22日）：12名出席、プロジェクトの進
捗及び問題点に関する報告・協議、中間評価結果の共有 
第4回（2008年5月28日）：13名出席、プロジェクトの進捗確
認、PDM修正案の合意 
第5回（2008年12月29日）：14名出席、関連機関との連携強化 
第6回（2009年5月14日）：プロジェクト活動の進捗確認、終
了時評価結果の共有 

連携強化のため、プロジェクト（CDA C/P、専門家）は水産・
畜産局局長との協議を設けている（2009年1月、2月）。 
第7回JCC会議は2009年9月に開催の予定、水産資源管理計画
の承認・実施、今後の漁村生計向上活動の継続、プロジェク
ト終了に係る諸手続きについて協議される予定である。 

2009年9月
まで継続 

3-2  村落レベ
ルの共同メカニ
ズムによりパイ
ロットプロジェ
クト活動が促進
される。 

畜産局のVAS、農業局の農業普及員は現場でSHGメンバーに
技術指導・訓練を行うとともに、月例会合に参加し、パイロ
ット事業を支援している。これらの活動を通じて、VAS/農業
普及員とSHGメンバーの間の協力の関係が強化されている。 

完了 
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3-3 持続可能な
開発のため、プロ
ジェクトの成果
の範囲拡大を目
的とするプロジ
ェクト最終報告
書を作成する。 

プロジェクト最終報告書は6月から作成を開始。「チリカ湖に
おける生物学的・生態学的特徴と水産資源の状況報告書」「チ
リカ湖周辺漁村社会経済状況ベースライン調査分析結果」
「代替生計向上活動に係るパイロットプロジェクトからの
教訓」「住民啓発ワークショップ報告書」がプロジェクト最
終報告書の別冊となる形で取りまとめられ、最終JCCで共有
される予定である。 

2009年9月
まで継続 

 
３－３ 成果の達成状況 

３－３－１ 成果1の達成状況 
PDMに示された指標に基づいた、成果1の達成状況は下表のとおりである。 
以下のとおり、CDA C/Pは、水産資源調査、収集データ分析、水産資源管理計画策定、漁村住

民の啓発活動についての経験及び技術を積んでおり、漁村住民と共同で水産資源の保全及び管

理を行うためのCDA C/Pの能力は強化されたと考えられることから、成果1は達成したといえる。 

指標 達成状況 

1-1.漁獲努力量や生育
分布図など、水産資源
管理計画策定のため
に必要な情報が推定
される。 

専門家の指導の下、新漁獲データ調査票及びGPSデータロガーを用
い、漁場別/魚種別漁獲量、体長組成、成熟度など、水産資源管理計
画策定のために必要な情報が収集、取りまとめられている。 
CDAC/P（科学ユニット幹部職員）は、この調査の内容・方法を十
分に理解しており、現場での調査を担っているScientific Assistants及
びlanding surveyorsに対し、適宜指示・指導を行っている。 

1-2.漁獲データ及び水
質データのシステム
が活用される。 

収集データ管理のためのデータベースが専門家により整備されてい
る。 
ソフトを使ったデータ解析研修がC/Pに対して2回実施された。 
水質モニタリングはCDAが独自で毎月実施し、データの取りまとめ
を行っている。 

1-3.実施された啓発活
動の回数 

啓発ワークショップが2段階に分けて実施されている。10村を対象と
した第1ステージは専門家とCDA C/P共同で実施された。第2ステー
ジはCDA C/P主導で計画・実施されている（2村は既に実施、3村は
2009年5月下旬に実施予定）。 

1-4.水産資源管理計画
案が策定される。 

チリカ湖の水産資源に係る科学的情報だけではなく、周辺漁村の社
会経済的側面を考慮のうえ、水産資源管理計画の策定が進んでいる。
同計画策定プロセスには、CDA、CIFRI、水産局、水産研修所（Fishery 
Training Institute）等の関係機関が関与している。 

 
 ３－３－２ 成果2の達成状況 

PDMに示された指標に基づいた、成果2の達成状況は下表のとおりである。 

指標 達成状況 

2-1.対象村落で実施さ
れたパイロットプロ
ジェクトの数 

4対象村落で8のパイロットプロジェクト活動が開始され、うち７活
動が現在も実施中である。37SHGsが活動に関与し、受益者は403名
にのぼる。 
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2-2.各村落でモニタリ
ング・評価ワークショ
ップが開催される。 
2-3.パイロットプロジ
ェクト（能力向上ワー
クショップを含む）が
評価ワークショップ
で効果があったと評
価される。 

プロジェクトで雇用されたNGOsが、パイロット活動の促進・支援、
進捗の報告を担っている。 
CDA主導の下、月例会合が開催され、パイロット活動の進捗が確認
され、CDA C/P、専門家、technical committeeメンバーから、NGOs/SHG
メンバーに対し、必要な指示・指導がなされている。 
中間評価（2008年12月）及び最終評価（2009年3月）が実施され、大
部分のパイロット活動はSHGsに便益をもたらし、漁村住民の生計向
上のための代替収入源になりうると結論づけられた。 

 
上記のとおり、CDA C/Pは、パイロットプロジェクト実施を通して、生計向上活動に係る参加

型計画立案、実施・モニタリング・評価、関係機関との連携について、新たな経験及び知識を

得ることができた。CDA C/Pの自己評価によれば、パイロット活動を通じて、家畜の調達、干魚
販売、モニタリング・評価プロセス、報告書・文書作成について、新たな技術・知識を得たと

している。また、VASs、NGOsへのインタビューによれば、月例会合の開催及び対象村への訪問
を通じて、CDA C/Pは適切にパイロットプロジェクト実施を調整していると評価している。さら
に、SHGメンバーへのインタビューによれば、CDA C/Pはパイロット活動に係る問題に適切に対
応していること、パイロット活動の実施を通じてCDA C/Pとの関係が密接になったことを評して
いる。 
以上から判断し、漁村住民の生計安定及び向上のためのCDA C/Pのプロジェクト計画及び管理

能力は向上したと考えられ、成果2は達成したといえる。 
しかし、漁村住民のチリカ湖水産資源への依存度を軽減することを目的にパイロット活動が

実施されたが、対象漁村住民がこの目的を十分に理解しているようには見受けられなかった。 
 

 ３－３－３ 成果3の達成状況 
「チリカ湖の包括的開発に向けての関連諸機関との協力及び連携」はCDAの任務（mandates）

に含まれているが、下表における指標の達成状況にみられるように、本プロジェクトの活動を

通じて、CDA、政府関係機関、村落コミュニティーとの連携体制は更に強化されている。よっ
て、成果3は十分に達成しているといえる。 

指標 達成状況 

3-1.パイロットプロジ
ェクトの実施や水産
資源管理計画等の重
要課題に関する関連
機関との協議回数 

JCC、水産資源管理計画策定委員会、パイロットプロジェクト月
例会合等において、CDAと関係局・機関で重要課題が協議されて
いる。 

 

3-2.パイロットプロジ
ェクトで得られた教
訓・提言の数 

パイロットプロジェクト実施を通じて幾つかの有効な教訓及び
提言が得られ（家畜調達方法の改善、技術研修等）、月例会合に
おいて関係者の間で適切に共有されている。 

3-3.成果1及び2の活動
がプロジェクト終了
後も継続されるとい

水産資源管理計画の策定には、水産局職員も関与している。計画
承認後の実施にも積極的に関与する旨を同職員は明言している。
漁村住民の生計向上活動については、同様の活動のプロジェクト
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う意思決定がなされ
る。 

プロポーザルが既に提出済の第13次中央政府財政委員会グラン
ト（2010/11～2014/15年）に対するCDA行動計画及びオリッサ州
総合沿岸地域管理計画に含まれている。 
農業局及び水産・畜産局の幹部職員は、漁村住民へ必要なサービ
スを提供することは業務の一環であり、政府の方針にも一致する
ことから、両局ともに将来的にもCDAとの連携を継続していく意
志を示している。 

 
３－４ プロジェクト目標の達成状況 

 PDMに示された以下の指標から判断し、「チリカ地域の持続可能な農漁村開発に関するCDAの能
力が向上する」というプロジェクト目標は、プロジェクト期間内に達成されることが十分に見込

まれる。 

指標 達成状況 

1.水産資源管理計画が
関係当局に提案され
る。  
 

水産資源管理計画は2009年8月末までには最終化の予定である。よ
って、プロジェクト終了までに、計画が策定され、オリッサ州政府
への提出準備が整う見込みは高い。 

2.プロジェクト完了報
告書の中で漁村住民の
生計改善活動が今後も
引続き実施されること
が確約される。 

前述のとおり、漁村住民の生計向上活動は、プロジェクトプロポー
ザルがCDA行動計画等に含まれている。 

 
３－５ 実施プロセス 

３－５－１ プロジェクト実施及びモニタリング体制 
本プロジェクトのC/Pとして配置されているCDA職員は8名である。中間評価調査での提言に

対応し、生計向上活動プロジェクトの経験をもつ職員がパイロットプロジェクト活動を管理す

るC/Pとして追加配置された。CDA C/P全員が兼任ではあるが、本プロジェクト活動には積極的
に関与しており、プロジェクト実施体制は基本的に機能しているといえる。 
プロジェクト全体の進捗はJCC会議にて、水産資源管理計画策定の進捗は同計画策定委員会に

て、パイロットプロジェクト活動の進捗は関係者一同が出席する月例会合にて、モニターされ

ている。このほか、CDA C/Pと日本人専門家は月2回の定例会議を設けるとともに、必要に応じ
て協議を行い、プロジェクトに係る日常業務のモニターをしている。よって、本プロジェクト

のモニタリング体制は十分に機能しているといえる。 
 
 ３－５－２ インド側のオーナーシップ 

JICAによる技術協力プロジェクトはCDAにとって初めての経験であり、中間評価調査で指摘
されたように、CDA C/Pが同スキームを十分に理解するには時間がかかった。現在では、CDA C/P
はJICA技術協力プロジェクトを十分に理解し、同スキームの方針及び手続き、修正PDMに沿っ
て、本プロジェクト業務を遂行している。 

JCC、水産資源管理計画策定委員会、パイロットプロジェクト月例会合等、プロジェクト関連 
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会合を通じて、水産・畜産局、農業局等の関係局のプロジェクトへの理解、関与は向上した。

現場レベルにおいても、VASと農業普及員がSHGメンバーに対し技術指導を行うなど、関係局か
らプロジェクトへの支援がなされている。 

 
 ３－５－３ コミュニケーション及び情報共有 

CDA C/Pと日本人専門家は近しい関係を維持しており、両者間のコミュニケーションはおおむ
ね良好にみえる。頻繁な会合及び協議を通じて、両者間の情報共有は十分確保されている。JCC
及びその他定期会合、関係幹部職員への直接のコミュニケーションを通じて、プロジェクトと

関係機関との情報共有も十分なされている。 
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第４章 評価５項目による評価 
 

４－１ 妥当性 

本プロジェクトは、以下のとおり、インド側の開発政策、日本のODA政策、対象地域・グルー
プのニーズと整合しており、妥当である。 
 
 （1）インド側開発政策との整合性 

インド政府第11次5カ年計画（2007～2012年）では、分裂・格差の解消、環境保全が重要課
題として掲げられており、環境保全には、水質の改善、住民参加による野生生物の保全が含

まれている。チリカ湖の自然環境を保全し、最貧困層に属すると見なされている漁民の生計

向上をめざす本プロジェクトは、インド側開発政策と合致している。 
 
 （2）日本側のODA政策との整合性 

対インド国別援助計画（2006年5月）では、貧困・環境問題の改善がODAの重点目標のひと
つとして掲げられている。また、JICA国別事業実施計画（2004年度）においても、貧困対策
と環境保全を協力実施上の重点分野としている。よって、本プロジェクトは、日本の対イン

ドODA政策にも合致している。 
 
 （3）CDAのニーズとの整合性 

チリカ湖の生態系・生物多様性の保全、調査、チリカ湖総合資源管理計画の策定等は、CDA
の任務（mandates）である。よって、本プロジェクトは、この任務に沿うものである。 

 
 （4）対象地域・社会のニーズとの整合性 

チリカ湖の漁獲量はオーバーフィッシングによる減少傾向がみられる。「チリカ湖漁業に関

する条例」（1988年制定）では、特定地域、特定時期、一定体長以下の魚種の漁獲禁止が規定
されているが、守られていない。科学的水産資源調査に基づく水産資源管理計画を策定する

一方、チリカ湖環境保全及び自然資源利用について漁村住民への啓発活動を行う本プロジェ

クトの活動は、対象地域・社会の現状に対応するものである。 
 
 （5）パイロットプロジェクト対象村落及び活動の選択の妥当性 

パイロットプロジェクト対象漁村は、討議議事録（Record of Discussion：R/D）で合意され
たi）均質性、ii）指導者、iii）主体性/参加意欲、iv） 違法漁業の有無の選択基準に則り選定
された。対象SHGs及び活動については、CDA C/P、専門家、NGOs、関係局、住民が参加した
ワークショップを通じて、選定された。 
よって、この選定は妥当といえるが、パイロット活動と水産資源管理との関連を漁村住民

が正しく理解することをより重視すべきであったと考える。 
 
４－２ 有効性 

既述のとおり、本プロジェクトは十分な成果を達成しており、プロジェクト終了までにプロジ

ェクト目標も達成されることが見込まれる。プロジェクト期間前半の進捗遅延にもかかわらず、
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本プロジェクトは成果を生み出すためにさまざまな活動を実施し、CDA職員の能力、政府関係局、
研究機関、NGOs、SHGs、漁村住民等の関係機関・者との協調・連携体制に、正の変化をもたらし
ている。よって、本プロジェクトの有効性は高いといえる。また、本プロジェクトでは、水産資

源データ管理・分析のシステム構築、CDAが業務を遂行するうえで有効なガイドライン・マニュ
アルとなる出版物の作成など、CDAが組織として知識・技術を蓄積するための配慮もなされてい
る。 
チリカ湖の水産資源への圧力を軽減し、水産資源管理計画の実施を補完することを期待し、代

替収入手段を確保すべくパイロット活動は実施された。しかしながら、本プロジェクトでは、前

者（成果1に係る水産資源管理計画実施に向けての活動）と後者（成果2に係るパイロット活動）
との関連性は十分に確保されているとはいい難い。代替収入創出活動がチリカ湖水産資源への依

存度をいかに軽減するかを強調することにより、プロジェクトの効果はより発現したのではない

かと考えられる。 
 
４－３ 効率性 

プロジェクトによる投入、活動は、アウトプット（成果）産出のために、おおむね適切であっ

たといえる。効率性を促進した要因、阻害した要因も含め、詳細は以下のとおりである。 
 
 ４－３－１ 投入の効率性 
（1）日本側の投入 

1）専門家派遣 
承認手続きの遅延により、第1及び2年次の水産資源管理専門家の投入に遅延があった。

また、年次ベースでの募集が適用されたため、第3年次より同分野の専門家が替わった。
水産資源管理分野に係る業務（水産資源調査、同管理計画策定）は、長期的計画を立て、

継続的に業務を遂行する必要があり、同専門家の長期かつ継続的な関与を確保するための

配慮がなされるべきであった。 
 
2）本邦研修 
プロジェクト活動に直接関与しているCDA C/P及び水産局職員が関連分野の研修に派遣

されている（もしくは派遣予定である）。本邦研修に参加したCDA C/Pの意見によれば、同
研修で得られた、環境教育、湖モデリング、GISシステム等の知識は、本プロジェクトで
の活動及び他のCDA業務に生かされているとのことである。 

 
3）供与機材 
供与機材の状態は良好で、プロジェクト活動に十分に活用されている。 

 
（2）インド側の投入 

1）カウンターパートの配置 
本プロジェクト活動に必要なCDA C/Pの業務量と、プロジェクト活動のためにC/Pが実際

に割り当てることが可能な業務時間・量のバランスがとれていないことがあった。 
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2）現地業務費 
インド側のプロジェクト費用負担分は、CDA通常予算から十分に割り当てられている。 

 
 ４－３－２ 活動の効率性 

 （1）成果1を達成するための活動 
科学的調査に基づく水産資源アセスメント、漁村民への啓発活動、関係機関と共同での

水産資源管理計画策定など、本プロジェクトの活動は、成果1を生み出すためには適切であ
った。しかし、水産資源管理計画のベースとなる水産資源調査は本プロジェクトでは1年あ
まりしか実施されておらず、今後、同計画の改訂のためにも、資源調査を長期的に継続し

ていく必要がある。 
 

 （2）成果2を達成するための活動 
本プロジェクトでのパイロットプロジェクトの実施は、「漁村住民の生計安定及び向上の

ためのCDAのプロジェクト管理能力が向上する（成果2）」ためには適切な活動であった。
CDA側の要員体制を考えると、規模も適切であった。しかし、対象村落でファシリテータ
ーとして従事したNGOsの技術的能力が想定していたよりも低く、パイロット活動の効率的
な実施に影響を与えた。 

 
 （3）成果3を達成するための活動 

JCC、関係機関との各種協議（水産資源管理計画策定委員会、パイロットプロジェクト月
例会合等）、現場での農業局普及員、畜産局VASsによる技術指導を通じて、CDA、関係機関、
村落コミュニティーの連携体制は強化されており、プロジェクト活動は成果3を生み出すた
めに十分かつ適切であったといえる。 

 
４－４ インパクト 

 （1）上位目標達成の見込み 
水産資源データ収集、漁村住民の生計向上活動については、プロジェクトプロポーザルが

既に提出済の第13次中央政府財政委員会グラント（2010/11～2014/15年）に対するCDA行動計
画に含まれている。また、水産資源管理計画は2009年8月末に最終化ののち、オリッサ州政府
へ提出の予定である。 
上位目標が達成されるか否かは、今後、これらのプロポーザルや計画が承認され、広く実

施されるか次第である。 
 
 （2）他のインパクト 

本プロジェクトは、以下のとおり、正のインパクトをもたらしている。 
本プロジェクトで実施されたベースライン調査（127村対象）は、チリカ湖周辺における初

めての網羅的大規模漁村調査である。また、本プロジェクトにおける水産資源調査は、科学

的根拠に基づく調査という点で初めての試みである。これら調査の分析結果は、本プロジェ

クトにおける水産資源管理計画策定のみならず、他機関が生計向上活動を計画する他地域で

水産資源調査を実施する際に、有効に活用できる。 
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パイロットプロジェクト活動を通して、対象SHGsに以下の変化がみられた。 
・SHGsメンバー間の結束が強化された。 
・協働作業に対するSHGsメンバーへの態度が積極的になり、今後の社会経済的状況の好転へ
の期待が高まっている。 

・SHGsメンバーはCDA及び関連局の職員と躊躇なくやりとりができるようになった。 
・SHGsメンバーは生計向上活動に係る新たな知識やノウハウを得た。 
・パイロット活動での経験を生かしてSHG自身で新たな経済活動を開始した。 
・SHGメンバーの大部分は女性であり、パイロット村落においてSHG女性メンバーのエンパ
ワーメントが見受けられた。 

 
４－５ 自立発展性 

 （1）政策支援 
CDAは、森林・環境局、水産・畜産局、農業局など、関係局と良好な関係を維持しており、

本プロジェクト終了後も、これら関係局からの支援が大いに見込める。 
 
 （2）財政面 

既述のとおり、本プロジェクトで実施された活動と同様の活動が、政府に提出済のCDA行
動計画に含まれており、予算確保が見込める。 

CDAは業務の一環として水産資源データの収集を行っている。本プロジェクトでは、従来
の収集項目に新たな項目を追加してのデータ収集が実施されたが、収集費用の著しい増加は

なかった。よって、プロジェクト終了後もCDAの現状での要員・予算で対応が可能である。 
 
 （3）組織的・技術的側面 

本プロジェクトでの活動を通じてCDA C/Pの知識・技術は向上しており、また、関係機関と
の連携・協調体制も強化されていることから、同様の活動を継続実施していく能力は十分に

備わっているといえる。 
CDA幹部職員の大多数は関連局からの出向者であり、水産資源調査の実施を担っている

scientific assistantsとlanding surveyorsは臨時職員である。しかし、水産資源調査については、
本プロジェクトにてデータベースが構築され、資源評価のためのデータ解析についてマニュ

アル整備が進められており、要員が交替しても、対応が可能となっている。パイロット活動

についても、計画立案、研修・訓練、モニタリング、評価に係るマニュアルをプロジェクト

で取りまとめ中であり、同様の活動を実施する際のガイドライン・参考として活用できる。

よって、CDAが組織として、同様の活動を継続するための整備もなされているといえる。 
 
４－６ 結論 

本プロジェクトは、インド側の開発政策、日本のODA政策、対象地域・グループのニーズと整
合しており、妥当である。 
プロジェクト期間前半は進捗に遅延があったものの、プロジェクトは、関係機関との連携を通

じ、チリカ湖の水産資源を保全することを目標に、さまざまな活動を実施してきた。プロジェク

トによる投入は活動のためにおおむね適切に活用され、これまでに十分な成果を達成してきてい
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る。これまでの成果とプロジェクト終了までに予定されている活動を考慮し、プロジェクト目標

についても、終了までに達成されることが大いに見込める。よって、プロジェクトの効率性、効

果は高いと考える。 
本プロジェクトで取りまとめられる出版物（ベースライン調査分析結果、水産資源調査分析結

果、生計向上パイロット活動マニュアル等）は、今後、類似の活動を実施する際に有効なガイド

ライン・マニュアルとなり得る。また、パイロットプロジェクト活動を通して、対象SHGs自身の
結束・能力向上も進んでいるなど、プロジェクトのインパクトもみられた。 
プロジェクト終了後の自立発展性は、政策、財政、組織・技術的な側面においてある程度確保

されることが見込まれる。 
本プロジェクトに関する上記評価から判断し、R/Dで合意されたとおり、2009年10月に本プロジ

ェクトを終了することは妥当である。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

 評価結果を踏まえ、プロジェクト終了までにプロジェクト目標を確実に達成し、プロジェクト

の効果を今後も持続させるために、以下の取り組みが必要である旨を合同評価報告書において提

言した。 
 
 ５－１－１ 残りのプロジェクト期間の活動に対する提言 
（1）水産資源調査 
・プロジェクトで導入された科学的根拠に基づく水産資源調査活動の継続性を確保するた

め、収集頻度、最低限必要な範囲、サンプルサイズ等について、データ項目ごとに検討、

明確化する。 
・本プロジェクトにおいて活用された漁民の伝統的な生態学的知識（Local Ecological 

Knowledge：LEK）は、効率的なデータ収集に有効である。LEK活用についてのガイドラ
インを策定する。 

・プロジェクト終了までに、漁獲データベースの管理及び収集データの生物・生態学的分

析をCDA職員が独自に実施できるように、必要な研修を実施するとともに、データ分析
手法、関連ソフトウェアの使用法に係るマニュアル、ガイドライン等の整備を行う。 

・チリカ湖資源の生物・生態学的分析結果は、それ自体で非常に価値のある成果品である。

この分析結果は出版物として取りまとめる。 
 
（2）パイロットプロジェクト活動の取りまとめ 
・パイロット活動での経験が今後の水産資源管理の実施にどの程度影響するかについては

十分な検証がなされていない。今後、水産資源管理に関連づけ、類似の生計向上活動を

実施していくうえで、本パイロット活動での経験を活用するためにも、対象村落の社会・

経済・文化・地理的特性を組み入れた形で、パイロット活動を通じて得られた教訓や経

験を報告書等に取りまとめるべきである。 
・パイロットプロジェクト活動の経験に基づき、計画立案、モニタリング、評価に係るマ

ニュアルを整備する。また、関連研修教材の取りまとめも行う。 
・水産資源管理に好影響を与えうる活動がパイロット活動から派生してきている。パイロ

ット活動が村落における漁業関連活動にどのように影響しているかをモニターし、評価

すべきである。 
 
（3）水産資源管理計画の最終化 
・生物学的情報のみに依拠した水産資源管理対策は、資源利用者に遵守されず、実効性が

伴わないことが多い。漁民が受け入れ、遵守するよう、彼らの社会・経済的状況を十分

に考慮した、水産資源管理対策を検討すべきである。 
・水産資源管理対策の実施に係る手続き、概算予算を水産資源管理計画に含める。 
・水産資源管理計画の最終化プロセスにおいて、同計画内容を漁民と共有する機会を設け、

意見を聴取し、受入れ可能な計画について協議する。 
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・専門家、政策立案者等を含む、関係者との十分な協議を行い、水産資源管理計画につい

て基本的な合意を得る。 
 
（4）広報 
・プロジェクトの成果である①チリカ湖における生物学的・生態学的特徴と水産資源の状

況、②チリカ湖周辺漁村における社会経済状況と漁業活動に係る分析結果（ベースライ

ン調査分析結果）、③代替生計向上活動に係るパイロットプロジェクトからの教訓、④住

民啓発ワークショップ報告は、出版物として取りまとめ、広く配布する。 
・これまでの出版物及び今後出版物となるものを、CDAのウェブサイト上で公開する。 

 
（5）ワークショップ「住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用」の開催 
・プロジェクトの成果を関係者と共有するため、CDA、JICA専門家、州政府関係機関、中
央政府関係機関、大学・研究機関、他ドナー、NGOs、SHGs、漁民代表者など、広く関係
者の参加を伴った、ワークショップを開催する。 

・ワークショップの開催にあたり、プレスリリースを準備する。 
・ワークショップの会議録を作成し、出版する。 

 
 ５－１－２ プロジェクト終了後についての提言 
（1）水産資源管理計画の実施 
・CDAは森林・環境局を通じて、水産資源管理計画プロポーザルを州政府に提出する。 
・CDAは、同計画プロポーザル承認に向けての進捗をフォローする。必要に応じて、関係
局との協議を行い、支援を得る。 

・水産資源管理計画が承認されたのちには、CDAもしくは実施機関として任命された機関
は、関係機関と協力し、同計画を実施する。 

・CDAが継続的に収集する水産資源データ・情報に基づき、水産資源管理計画の定期的見
直しを行う。 

 
（2）代替生計向上活動の実施 
・CDA行動計画が承認された際には、CDAは関係機関と協力のうえ、パイロットプロジェ
クトから得られた教訓を生かし、代替生計向上活動を他村落でも展開していく。 

 
（3）関係機関との連携・協調体制の維持 
・CDAは本プロジェクト活動を通じて強化された関連機関との連携・協調体制を維持する。 

 
５－２ 教訓 

 本評価を通して、以下の教訓が導き出された。 
 （1）相手国機関の技術協力に対する理解促進 

インドにおけるJICA技術協力プロジェクトの実績は限定されている。本件C/P機関である
CDAにとっても、初めての技術協力プロジェクトであった。よって、本プロジェクトにおい
ては、技術協力の概念及び手続きについて、CDA側の理解を得るのに時間を要したという経



－24－ 

緯がある。インドに限らず、JICA技術協力プロジェクトの経験が少ない国においては、同ス
キームに関する相手国機関に対する理解の促進は、プロジェクトの円滑な実施のために必要

不可欠であり、プロジェクトの準備（案件形成～事前評価調査）、実施当初の段階で、本部、

在外事務所及びプロジェクト専門家等が重ねて説明を行うことが必要である。 
 
 （2）プロジェクト内容に対する関係者の理解 

本件については、案件形成（派遣専門家による提言→事前評価）からR/Dに至るプロセスの
なかで、スコープ及びその焦点に変更があった。しかしながら、この経緯を示す公式な文書

はなく、事前評価時に合意されたPDMがR/Dまでに修正されたことについてもインド側との十
分な協議はなかった。こうした経緯が、本件関係者（CDA、専門家）がPDMをはじめとした
プロジェクト内容に共通の理解をもつ妨げとなったと考えられる。案件形成の過程を含むプ

ロジェクト文書はプロジェクト実施前に必ず作成し、関係者が共有すべきである。 
 
 （3）プロジェクト設計 

本件においては、各成果間の関連性（特に成果1と成果2）が希薄なものとなっており、お
のおのの指標達成がプロジェクト目標の達成を担保していない。当初PDM作成時のロジック
検討が不十分だったのではないかと考えられる。また、湖沼底質・測深音響調査専門家が実

際に実施している業務は主として湖沼底質調査及びGPS・GISを活用した漁業調査であり、測
深音響調査はプロジェクト初期の段階でチリカ湖の水深の浅さから馴染まないとの結論に達

し、実施しなかった経緯がある。 
これら2点については、プロジェクト設計上の不備であり、事前評価調査時に改善できたも

のと考えられ、今後の事前評価における留意点といえる。 
 
 （4）C/P機関の特性への考慮 

本件C/PのCDAはすべての事業を直営で行うというよりも、それぞれの事業に関連する機関
との調整・連携を図りながら事業を実施しているという特性をもつ。本件では、CDA C/P職員
の要員体制について議論があったが、CDAの組織の特性上致し方がないともいえる。このよ
うな特性をもつC/P機関に対するキャパシティーディベロップメント（CD）は、アサインされ
たC/P職員に対する技術移転という従来型の方式だけでは対応できないと思われる。案件形成
においては、C/P機関の特性を十分に考慮したうえで、それに見合った支援のあり方を検討す
る必要がある。 

 
 （5）NGOsの活用について 

本件では、現場でプロジェクト活動に従事するNGOsの能力が想定よりも低かったことが、
スムーズな活動実施の妨げとなった。インドでの技術協力プロジェクトにおいて、NGOsの活
用は避けて通れないことからも、インド側、日本側双方ともに、NGOsの活用に係る教訓につ
いても情報を蓄積していくとともに、新規案件開始時（事前評価時）には、現地で調達可能

なNGOの能力に関する調査を実施することが望ましい。 
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 （6）科学的調査結果の資源管理への活用 
本案件では、科学的な水産資源調査を実施し、その結果に基づき水産資源管理計画を策定

することを計画していたが、通常信頼に足る資源評価を行うために必要なデータを蓄積する

ためには、相応の時間と努力（人員・予算）が求められる。限られた期間と予算で成果を出

すことが求められるJICAの技術協力プロジェクトでこうした活動を取り込む場合は、こうし
た調査への対応が可能か否かについてプロジェクト形成段階で慎重な検討が必要である。仮

に、資源調査の実施が不可欠と判断された場合には、本案件でみられるような効率的な調査

の実施のための何らかの工夫を検討する必要がある。資源調査に対応するための工夫の参考

事例としては、以下のようなものがある。 
① 技プロ実施に先行して個別専門家を派遣し、データ収集体制の整備及びデータ収集活動

を開始する。十分なデータ蓄積が担保できたタイミングで技プロ本体の活動を開始する。 
② 本案件で試行したように、漁民の伝統的な知識を活用するなどして、限られたデータ量

による解析結果を検証する（補完する）作業を加える。 
上記のような試みは、予算や人員に制約の大きい途上国において技術協力の有効性を高

めると考えられることから、こうした経験をJICA内部で蓄積し、今後の類似案件の実施
において活用すべきである。 
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第６章 プロジェクト実施枠組みに関する考察 
 

本プロジェクトは、インド有数の汽水湖であるチリカ湖において湖水環境や水産資源に関する

科学的データと周辺住民の社会経済的状況に関する情報などを収集・蓄積して、これらを基に実

効性の高い水産資源計画を策定することを活動のひとつの柱としている。本評価調査を実施する

なかで「チリカ湖」という環境設定がプロジェクトに付加的な意義づけを与えていること、そし

て、プロジェクトの実施枠組みに今後の類似案件実施上参考となるような有意義な取り組みが含

まれていることが確認できたため、これらについて以下に特記しておきたい。 
 
６－１ チリカ湖水産資源の社会的重要性について 

チリカ湖周辺で生活している住民にとってチリカ湖が産する水産資源の利用は貴重な生計手段

となっている。他国の主要内水面における水産資源の利用状況を示した表－２からも明らかなよ

うに、チリカ湖においては、水産資源にその生計を依存している住民数が非常に多いことがひと

つの特徴となっている。 
現在、チリカ湖周辺には127村の「漁村」があり、ここに居住する人口は約24万人、漁業を主た

る生業とする漁業世帯は約1万7,000世帯を数え、その世帯人口は10万人あまりに達する。 
したがって、チリカ湖において水産資源の持続的利用に資する活動を行うことは、すなわち同

湖周辺に居住し、水産資源に依存した生計活動を行う10万人あまりの人々の生活を守ることを意
味し、社会的にも重要性の高い活動であるといえる。 
一般的に、内水面生態系は海洋生態系に比して外的な要因の影響を受けやすく、人間の経済活

動（漁業活動や生活排水の流入など）に対してより脆弱であるといえることから、内水面水産資

源を有する国は、その社会的意義を適切に評価・認識し、資源の維持・管理に必要な配慮を払う

ことが求められる。 
 

表－２ 主要内水面における水産資源の利用状況（参考） 

 
６－２ 資源管理あるいは関連調査を行ううえでの有意な括りについて 

 （1）「漁民」というくくりと「水産資源利用者」というくくり 
水産資源の持続的利用を考えるうえでは、誰がどのように水産資源を利用し、そういった

活動が彼らの生計活動のなかでどのような位置づけにあるかなどを十分に把握しておくこと

が必要となる。このような場合、通常は社会経済調査を実施して関連情報を収集することに

なるが、その際の「調査対象」の設定には十分留意する必要がある。 
行政機関や援助機関は便宜的な理由から往々にして地方村落に「漁村」や「農村」といっ 

 面積 漁業者数 漁船数 漁獲高 

チリカ湖 1,165km2 16,710世帯 7,338隻 1万t

ソンクラ湖（タイ） 1,040km2 8,400世帯 不明 1,600t

ラグーナ湖（フィリピン） 900km2 約1万人 5,000隻 4万2,000t

ボルタ湖（ガーナ） 8,700km2 約7万人 2万4,000隻 7万5,000t

霞ヶ浦北浦（日本） 220km2 2,608人 1,726隻 884t
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たラベルづけを行い2、この分類に基づいて調査対象を設定するが、こういった便宜的ラベル

づけは必ずしも住民の多様な生計活動を正確に反映しているわけではない。例えば、水産関

連の調査を行う際に、「漁村」を調査対象と設定し、それ以外の村落では調査自体を実施しな

いとすると、「農村」と定義された村で不定期的に漁業活動を行っているような人々（いわゆ

る「農民」）は調査対象から必然的に排除されることになる。資源管理方策を適切に策定・実

施するためには、対象資源を利用している「すべての人々」の活動を考慮する必要があり、

仮に重要な資源利用者の活動が調査対象から抜け落ち、資源管理の枠組みに含まれないよう

な事態が生じると、資源管理方策の実効性に深刻な影響を及ぼすこととなる。 
上述の問題は、インドにおいては現実的な問題であり、プロジェクト対象地域においても

行政区分やカーストによって「農村」「漁村」「漁民」「農民」といった分類が存在する。本プ

ロジェクトではこうした背景に配慮し、社会経済調査（ベースライン調査）を実施する際に、

「漁村」住民に加え、「非漁村」に居住する漁業従事者も調査対象に加えている。このように

チリカ湖沿岸に居住し、同湖の水産資源に依存しているすべての「資源利用者」を調査対象

に含めるよう配慮して実施したベースライン調査の結果は、資源管理計画策定上の基礎情報

としてのみならず、関連行政機関が政策の実施効果の評価や見直しをする際にも利用できる

極めて有益な情報であると考えられる。 
 
 （2）生態系というくくりと行政区分としてのくくり 

資源管理を行う際のひとつのアプローチとして地方自治体や沿岸コミュニティーに一定の

管理権限を委譲することにより、住民（資源利用者）がより主体的に資源管理に関与するこ

とをめざす取り組みがあり、多くの途上国の現場で実践されている。こうした取り組みのひ

とつの課題は、資源管理を行うための地域区分が行政区やコミュニティー管理区といった「人

工的」に線引された区分であり、天然資源である水産資源の管理を行ううえで必ずしも意味

のある区分となっていないことである。 
 

図－１ 権限委譲型資源管理区分の概念図 

                                                        
2 「漁村」や「農村」の定義は国によって異なる。人々に対しても同様に「漁民」や「農民」といったラベルづけを行うことが多い。 
 

Ａリーフ 

行政区分X 

行政区分Xの管理海 行政区分Yの管理海域 行政区分Zの管理海域 

行政区分Y 行政区分Z 
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権限委譲型資源管理の地域区分を簡略化して示した図－１を例にとると、沿岸住民の重要

な漁場であるAリーフの資源管理を行う際に、一部行政区分（e.g. 区分X）を対象として資源
管理の働きかけを行う一方で、同じ漁場を共有する他地域の住民（e.g. 区分Y、Z）に対して
は何の方策もとらず、無秩序な漁業活動が継続されたとすると、こうした取り組みの効果が

限定的となることは明白であろう。資源管理を行う際には、どのような地理的な枠組みの設

定が必要であるかを十分に検討することが重要となる。 
本プロジェクトでは、チリカ湖沿岸全域を対象として各種調査（住民の社会経済調査、漁

獲統計の収集、漁業調査など）を行い、必要な情報を収集したうえでチリカ湖というひとつ

の生態系を対象とした水産資源管理計画を策定している。当地のような内水面は、関係資源

を一元的に扱う機関が存在する（i.e. CDA）、生態系としてのくくり（境界）が比較的わかり
やすいといった条件が整っているものの、本件のように資源管理上意味のある枠組みで包括

的な調査を実施し、資源管理計画を策定している事例は少ない。こうした枠組みによって収

集された情報は、それ自体が重要な価値をもち、資源管理計画も生物学的な実効性が最低限

確保されていると考えられる。 
このように、資源管理関連の支援活動を行う際には、どのような「くくり」を採用するか

が非常に重要な意味をもつ。「資源利用者」と「資源管理区分」という2つの観点から「有意」
なくくりを考慮し、「チリカ湖というひとつの内水面生態系において人々の水産資源への依存

状況を包括的に把握する」というアプローチを採択した本プロジェクトの実施枠組みは、今

後類似案件を実施する際にも参考にすべきであろう。 

 JICA-CDA P/J 一般的漁村調査 

調査対象者 
「漁村」住民 プラス 
「非漁村」居住漁業従事者 
「資源利用者」としてのくくり 

「漁村」あるいは「漁民」のみを対象

便宜的なラベルづけによるくくり 

対象地域 
チリカ湖周辺全域を網羅 
（1つの生態系） 

特定資源管理区分 
（人工的な行政区分） 

 
６－３ 資源管理計画策定上のプロセスについて 

 チリカ湖では、本プロジェクトの実施以前に以下に示すような各種漁業規制が施行されていた

（現行漁業規制：OMFR Act 1982）。 
 Outer channel におけるすべての漁業活動の禁止（7月～1月）、網を用いた漁法は周年禁止 
 Palur canalにおけるすべての漁業活動の禁止（周年） 
 100mm 以下のウシエビの捕獲禁止（周年） 
 150mm 以下のボラ、アカメ（の仲間）の捕獲禁止（周年） 
 8mm-10mm の網あるいは極小網目（通称 Zero net）の使用禁止（周年） 

 プロジェクト関連資料によると、これらの漁業規制は実質的にほとんど機能していない状況に

あったということであるが、その理由としては、漁業規制の策定プロセスが適切でなかったこと

が考えられる。不適切なプロセスの典型的な事例としては、①規制が生物学的な根拠のみに基づ

いて立案され、資源利用者への社会経済的影響が十分に考慮されていない。また、規制の根拠と

なった生物学的情報についてもその信頼性が十分でない。②規制案の策定に際し、資源利用者と

十分な合意形成が行われていない、などが挙げられる。上記のOuter channel における７カ月間禁
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漁という漁業規制を例にとると、本来事前に整理・確認すべき以下のような論点において、事前

に十分な時間と労力が割かれていなかったであろうことが推定される。 
 なぜ7カ月間の禁漁期間が必要なのか？ 
 その根拠を住民は理解・納得しているか？ 
 禁漁区となる区域で、現在何名ほどの住民が漁をしているのか？ 
 これだけ長期にわたる禁漁を実施することによって住民はどれくらいの経済的損失を被

るのか？ 
 禁漁期という資源管理手法の導入が、他の水域や禁漁期間以外の漁業活動にどのような影

響を与えるのか？ 
 
 本プロジェクトにおける水産資源管理計画の策定においては、地域住民の社会経済的状況を明

らかにするベースライン調査を実施し、住民との協議結果の内容も十分に検討・考慮したうえで、

管理方策の実施手順31にも言及した管理計画策定を行うよう配慮している。また、プロジェクトで
は、管理計画策定の際に3つの異なるレベル（住民レベル、専門家レベル、政策策定者レベル）で
計画内容の事前協議や合意形成の努力をしており、こうした手続きを踏むことは実効的な資源管

理方策を策定する上で意義があるものと評価できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－４ 漁業関連データの収集について 

 本プロジェクトでは、科学的情報（i.e.生物学・生態学的データ）に基づいた水産資源管理計画
策定を行うという観点から必要と判断されたデータを収集しているため、一般的に途上国の水産

                                                        
3 例えば、同じ「禁漁期」という管理方策を導入する場合においても、いきなり長期の全面禁漁を実施するのと短期の禁漁期から段
階的に延長する、あるいは禁漁時期における漁業収入依存度の高い漁民（漁村）を特定して代替収入源に係る支援を並行して行う
など実施手順の工夫によって漁民への影響の度合いは大きく異なる。 

 

水産資源管理計画（案）

水産資源の生物学的調査・
漁業調査結果分析

漁村社会の
社会・経済分析

• 資源管理方策の特定

• 実施手順の検討

• 概算予算

州政府へ計画書提出

関係各部局との政策レベル協議

漁民公聴会

有識者会議

三つのレベルで計画の

技術的妥当性、実効性

を確認

JICA-CDAプロジェクトにおける管理計画策定プロセス

3つのレベルで計画の 
技術的妥当性、実効性 
を確認 
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行政機関が収集するデータ数よりも多めのデータを定常的に収集している。予算と人員に制約の

多い途上国においては、最低限継続しなければならない活動の質を確保するためにも、「やったほ

うが望ましい活動」と「やらなければいけない活動」は明確に区別しておく必要がある。 
 例えば、産卵時期特定に必要なデータなどは、管理計画策定後には必ずしも高い頻度で収集す

る必要はない。こうしたことから、現在収集しているデータそれぞれに関し、求められる収集頻

度の違いなどを明確にし、先方が必要に応じてデータ収集活動の合理的な絞り込みを行えるよう

配慮する必要がある。本プロジェクトでは、こうした点に対しても必要な対応をしている。 
 



付 属 資 料 
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1. プロジェクト実績 

＜投入＞ 
 実績 

＜専門家派遣＞ 
長期専門家：環境保全／業務調整、業務調整 
短期専門家：チーフアドバイザー／農漁村開発、水産資源管理、水質モニタリング、湖水測深・底質音響調査 
＜機材供与＞ 
車輌、コンピュータ、プリンター、ソフトェア、外付けハードディスク、デジタルカメラ、プロジェクター、UPS、双眼鏡、化学天秤、エアコン、携帯電話機、
冷蔵庫、可動式水質分析器、GPSデータロガー等 
＜本邦でのカウンターパート研修＞ 

2007年 9月 17～26日：自然資源管理・保全、3名 
2008年 7月 13日～8月 16日：南東ヨーロッパ国における湿地保全、1名 
2008年 9月 23日～11月 8日：持続的開発のための環境教育－地域コミュニティーの生活のための沿岸生態系保全、1名 
2009年 1月 3日～3月 15日：湖環境のための総合流域管理、1名 
2009年 7～8月（予定）：内水面漁業コミュニティー開発 3名参加予定 

日本側 

＜ローカルコスト＞ 
i）水産資源調査、ii）パイロット事業、iii）ベースライン調査、vi）一般支出 
カウンターパート：延べ 10名が配置  
プロジェクト事務所・施設：Office facilitiesを提供 

インド側 

＜ローカルコスト＞ 
i）人件費、ii）交通費・ガソリン代、iii）家賃・電気代、iv)宿泊費、v)フェリーボート・ボート費用 

 

Administrator
２．評価グリッド



 

＜活動の記録＞ 
計画 実績 

1-1 既存の漁獲データ調査方法をレビュー
し、改善する。 

2007年 10月～ 新漁獲データ調査票（漁法の種類、漁場、過去 10日間の操業日数、ボートの種類の 4項目を追加）の導入、CDA C/P
により 18地点でデータ収集、収集データは水産局と共同で取りまとめ。 

1-2 社会経済調査を含むチリカ湖周辺村落の
ベースライン調査を実施する。  

2007年 1月～5月 127漁村を対象にベースライン調査実施 
2009年 1月 漁民（職業としての）を対象としたベースライン調査結果をデータブックとして出版 
漁民カーストに属する漁民以外の水産資源利用者の現状を調査 
- 調査項目に水揚げ者のカースト（漁民・非漁民）の追加（2008年 12月～） 
- 主要水揚げ場での調査：バングラデシュ難民の水揚げ以外、非漁民カースト漁民による水揚げなし 
- チリカ湖周辺 101漁業組合のうち、8組合が非漁民カーストにより形成（すべてプリー地域） 
非漁民カーストで漁業に従事するグループの情報は水産局から収集するか必要に応じ追加調査を実施する予定。 

1-3 水産資源管理のための水質モニタリング
を実施する。  

2007年 2～3月水質モニタリング専門家の調査→CDAの水質モニタリング方法に問題なしとの結論 
29カ所で採取されたサンプルを研究室で分析するのは時間がかかるため、分析作業の軽減のため、可動式水質分析器を供与 
水質モニタリングは CDAが実施、収集データはエクセルデータとして毎月取りまとめている。 

1-4 自然資源の持続的利用のため、漁村住民
を対象とした啓発活動を実施する。 

2008年 8月 10漁村でのセンシタイゼーション（啓発）ミーティング：チリカ湖の水産資源の現状及び資源管理の必要性の説明、代替
収入源の導入必要性の意見あり→ブックレット 200部印刷 
2009年 2～3月 第 2回センシタイゼーションワークショップ（stakeholder consultation workshop）：CDA主導による実施、漁民の資源
管理に係る意向の聴取、2月に 2村落で実施、5月（22、27、29日）に 3村落で実施予定、結果については、ブックレットとして取り
まとめる予定 

1-5 水産資源調査（資源生物学的調査・魚類
生態調査）を実施する。 

2008年 4月 当初サイドスキャンソナーによる海底地形の撮影を想定していたが、チリカ湖の平均水深差が小さいことから、専門家及
び C/Pにより、衛星画像、魚群探知器（fish finder）、アクリルパイプを用いての、測深、底質［藻場の位置、魚移動ルート（魚道）、泥
堆積］の調査を実施→地形データを作成、その後同様の調査は 2回実施、ただし、変化が小さいことから頻繁な調査の必要はなしと結
論。Outer channelについては水深もあり、変化も大きいが、CDAが独自で測深を実施している。 
漁船用 GPSデータロガー（10、うち 2は予備）、Microcube（3、調査船用 GPSデータロガー、fish finderとつなげて測深できる）、デー
タロガー分析ソフトェア、GISソフトェアを導入 
2008年 6月～ GPSデータロガーを用いての漁場調査実施、月 1回実施、2カ所で実施、8隻（漁法別 3種類）／1カ所、CDA Assistant
Staffと landing surveyorsで実施している。データは、これまで、JICA専門家が適宜コンピュータにダウンロードしている。同調査は、
2009年 8月まで継続する。 
GPSデータロガーを積んだ漁船に対して、漁獲物の魚種、成熟度、体長等の生物学・生態的データを収集している。 
新漁獲データ調査票を導入しての調査が 2007年 10月より実施、18地点、ほぼ毎日実施している。 
収集データは、CDA Assistant Staffと landing surveyorsが月 1回水産局に提出し承認を受ける。データの入力はプロジェクト側で現在は
実施（専門家作成のアクセスソフトへの入力）。 

1-6 漁獲データ及び水質パラメータのための
データ管理システムを開発する。 

新漁獲データ調査票による漁獲データはエクセルにより統計解析を実施。 
GPSデータロガーにより収集されたデータは GPS解析ソフトにて解析。 
漁場別／漁具別（gerar-wise）漁獲量、漁獲努力量、魚種組成、体長組成、成熟度、魚道のデータを取りまとめている。 
産卵場、稚魚生育場の推定も行っている。 
これらの解析データを GISソフトを使い、地図情報（分布図等）として作成。 
関連ソフトの使い方も含め、データ管理及びデータ解析について、C/Pに対し、研修を実施している。 



 

2008年 9月 GISソフトについての研修 
2009年 3月 データ解析（資源解析、成熟体長解析等）に係る CDA職員への研修 
プロジェクト終了までに、同様の研修を 1～2回実施する予定。 
既にマニュアルを作成しているものもあるが、データ解析、ソフトの使い方について、マニュアルを整備する。 
水質モニタリングは CDAが独自で実施しており、毎月エクセルデータにまとめている。このうち、塩分データを活用し、塩分分布図
のアップデートを行っている（GISソフトを使用）。 

1-7 水産資源管理計画（案）を策定する。 2008年 12月 計画策定のための Committeeを設置 
Commission（タスクフォース）：CDA、水産局、CIFRI、Fishery Training Institute、JICA専門家 
Advisory Committee：CDA、UNDP、水産局、水産大学、Central Inland Fisheries Research Institute (CIFRI)、Central Institute of Brackishwater 
Aquaculture (CIBA) 
2009年 3月、4月、5月に Commissionの会合 
現時点で水産資源管理計画ドラフトは作成、8月末までに計画（案）最終化の予定 

2-1 パイロットプロジェクト対象村落が選定
される。 

CDAは R/Dで合意された選定基準に基づき、17漁村を対象漁村として推薦。 
プロジェクトは、i）均質性、ii）指導者、iii）主体性／参加意欲、iv) 違法漁業の有無、の観点から妥当性を検討し、Bhusandapur（北
部）、Alandapatuna（中部）、Gourangapatna（南部）、Mahisa（外水路部）の 4漁村を選定。 

2-2 対象村落にて生計向上のためのパイロッ
トプロジェクトが策定される。 

NGOを選定 
2007年 5～6月 各村落で住民からの要望調査を実施 
 2008年 2月 対象村落でワークショップを開催：村落コミッティーメンバーの再選、活動の最終化 

村落 パイロット活動 
Bhusandapur 養山羊、養牛（牛乳販売）、テントハウスの貸出、塩干魚販売 
Alandapatuna 養山羊、養鴨、グローサリー 
Gourangapatna 養山羊、野菜の集荷・販売、塩干魚類の販売 
Mahisa 灌漑による落花生生産向上、養山羊、グローサリー  

2-3 生計向上の一環として必要な技術を強化
し、かつこれらの活動の範囲拡大をするため
の村落レベルのワークショップ及び訓練を行
う。 

2008年 7月～ 活動開始 
必要機材は計画どおり調達。ただし、ヤギ・乳牛の調達に遅延→2008年 12月に乳牛、2009年 1月にヤギの調達完了。 
畜産局（Department of Animal Resource Development）の獣医助手（VAS）、農業局の農業普及員（Junior Agriculture Officer）がパイロット
事業を支援。 
畜産局、CARI(Central Avian Research Institute)、農業局が、パイロット事業に従事する SHGメンバー向けの技術訓練を設計・実施 

研修内容 実施機関 実施月 
カモ飼育訓練 CARI 2008年 8月 
第 1回ヤギ飼育訓練 2008年 9、10月 
第 2回ヤギ飼育訓練 

畜産局 
2009年 1、2、3月 

乳牛飼育訓練 畜産局 2009年 1、2月 

2-4 パイロットプロジェクトの計画立案・モ
ニタリング・評価の能力強化を目的としたワ
ークショップを CDA、水産局及びその他関連
機関の職員や NGOsに対して実施する。  

2007年 9月 11日 モニタリングワークショップ＠CDAウェットランドリサーチセンター 
CDA及び水産局職員（9名）対象、プロジェクトモニタリングへの理解促進、パイロットプロジェクトにおけるモニタリング体制の
検討 
 



 

2-5 CDAと漁村住民が共同してパイロット
プロジェクトの運営管理（モニタリング、評
価ワークショップ等）を実施する。 

Technical Committeeを設立：畜産局本プロジェクト担当者、VASが参加 
2008年 7月～ CDAは technical committeeとの月例ミーティング・村落踏査を通じて進捗をモニターしている。NGOs、SHGsは活動
進捗を CDA/committeeに報告、CDA/committeeが技術指導を実施している。月例ミーティングは、VAS、NGOs、SHGsが参加するよ
うになっている。（農業局普及員については招待しているが出席していない） 
2008年 7月 14日 第 1回 Technical Committeeを開催：ヤギ購入方法・問題点の協議→養ヤギの技術訓練モジュールの作成 
2008年 8月 月例ミーティング：NGOsによる各村落での野菜販売・塩干魚販売の結果報告、遅延していたヤギ購入への対応策の協議
プロジェクトの進捗は、これら月例ミーティングを通じてモニターされている。 
売上が上がっている活動については収支、ヤギについては出産及び死亡頭数がモニターされている（NGOsによる情報収集）。ヤギ及
び乳牛については VASが必要に応じて健康状態を報告。2009年 1月～land surveyors（3名）により簡易モニタリングも実施している。 
2008年 12月 中間評価を実施 
2009年 3～4月 最終評価を実施 
中間評価、最終評価の結果を報告書として取りまとめ中、教訓・提言も加えた形で、6～7月には最終化の予定。 

2-6 生計向上活動の運営管理手法の標準化の
ために、計画立案・モニタリング・評価に係
るマニュアルが作成される。 

中間評価、最終評価報告書から抜粋した形で、計画立案、モニタリング、訓練、評価に係るマニュアルを 2009年 8月末までに作成す
る予定。 

3-1 JCC会議によりプロジェクトの問題点及
び対応策が関連機関により協議される。 

2006年 12月 15日 第 1回 JCC会議： 
合意事項：漁獲圧の減少の必要性、漁業以外の収入源の導入、PO・Activity Plan・要員配置計画の承認 
2007年 7月 5日 第 2回 JCC会議：2006年 10月～2007年 3月の作業進捗確認、2007年度活動計画の承認 
2008年 1月 16&22日 第 3回 JCC会議：プロジェクトの進捗及び問題点に関する報告・協議 
2008年 5月 28日 第 4回 JCC会議：プロジェクトの進捗確認、PDM修正案の合意 
2008年 12月 第 5回 JCC会議：関連機関との連携強化 
第 6回 JCC会議 2009年 5月 14日：プロジェクト活動の進捗確認、終了時評価結果の共有 
第 7回 JCC会議 2009年 9月予定：水産資源管理計画の承認・活用方法について、今後のチリカ湖漁村開発活動とその実施体制につ
いて、今後のチリカ湖開発の方向性について、プロジェクト終了に係る諸手続きについて 
連携強化のため、プロジェクトは水産・畜産局局長との協議を設けている（2009年 1、2月）。 

3-2 村落レベルの共同メカニーズムによりパ
イロットプロジェクト活動が促進される。 

畜産局（Department of Animal Resource Development）の VAS、農業局の農業普及員（Junior Agriculture Officer）は現場で SHGsに技術指
導を行うとともに、月例ミーティングに参加し、パイロット事業を支援している。VAS/農業普及員と SHGsの間の協力関係が強化され
ている。 

3-3 持続可能な開発のため、プロジェクトの
成果の範囲拡大を目的とするプロジェクト最
終報告書を作成する。 

これまでの活動については、上記のとおり、報告書、水産資源管理計画案等として取りまとめている。これらを要約したものが別冊と
なる形で、プロジェクト最終報告書の作成を行う予定。同報告書は最終 JCCで共有される。 

 



 

＜目標、成果の達成状況＞ 
要約 指標 情報源 達成結果 

＜上位目標＞ 
チリカ湖における持続可能
な農漁村開発が展開される。
 

 
漁村開発の新たな行動計画を策定
した村の数 

 
CDA Achievement 
Report 

水産資源データ収集、漁村住民の生計向上活動については、プロジェクトプロポーザルが既
に提出済の第 13次中央政府財政委員会グラント（2010/11～2014/15年）に対する CDA行動
計画に含まれている。また、水産資源管理計画は 2009年 8月末に最終化ののち、オリッサ
州政府へ提出の予定である。上位目標が達成されるか否かは、今後、これらのプロポーザル
や計画が承認され、広く実施されるか次第である。 

＜プロジェクト目標＞ 
チリカ地域の持続可能な農
漁村開発に関するチリカ開
発公社（CDA）の能力が向上
する。 

 
1.水産資源管理計画が関係当局に
提案される。  
2.プロジェクト完了報告書の中で
漁村住民の生計改善活動が今後も
引続き実施されることが確約され
る。 

 
1. 水産資源管理計画
提案書 
2. プロジェクト完了
報告書 

水産資源管理計画は 2009年 8月末までには最終化の予定である。よって、プロジェクト終
了までに、計画が策定され、オリッサ州政府への提出準備が整う見込みは高い。 
漁村住民の生計向上活動は、プロジェクトプロポーザルが CDA行動計画等に含まれている。 
以上より、プロジェクト期間中に、プロジェクト目標は達成できると考えられる。 

＜成果＞    
1.CDAが漁村住民と共同で
水産資源の保存及び管理を
行うための能力が向上する。
 

1-1.漁獲努力量や生育分布図など、
水産資源管理計画策定のために必
要な情報が推定される。 
1-2.漁獲データ及び水質データの
システムが活用される。 
1-3.実施された啓発活動 
1-4.水産資源管理計画案が策定さ
れる。 

1-1.水産資源調査報告
書 
1-2.データ管理システ
ム 
1-3.プロジェクト進捗
管理報告書 
1-4.水産資源管理計画
（案） 

1-1.専門家の指導の下、新漁獲データ調査票及び GPSデータロガーを用い、漁場別/魚種別漁
獲量、体長組成、成熟度等、水産資源管理計画策定のために必要な情報が収集、取りまとめ
られている。CDAC/P（科学ユニット幹部職員）は、この調査の内容・方法を十分に理解して
おり、現場での調査を担っている Scientific Assistants及び landing surveyorsに対し、適宜指示・
指導を行っている。 
1-2.収集データ管理のためのデータベースが専門家により整備されている。ソフトを使ったデ
ータ解析研修がC/Pに対して 2回実施された。水質モニタリングはCDAが独自で毎月実施し、
データの取りまとめを行っている。 
1-3.啓発ワークショップが 2段階に分けて実施されている。10村を対象とした第 1ステージ
は専門家と CDA C/P共同で実施された。第 2ステージは CDA C/P主導で計画・実施されてい
る（2村は既に実施、3村は 5月下旬に実施予定）。 
1-4.チリカ湖の水産資源に係る科学的情報だけではなく、周辺漁村の社会経済的側面を考慮
のうえ、水産資源管理計画の策定が進んでいる。同計画策定プロセスには、CDA、CIFRI、
水産局、水産研修所（Fishery Training Institute）等の関係機関が関与している。 
以上の活動へのコミットを通じて、CDAスタッフは、水産資源調査、水産資源管理計画策定、
漁村住民の啓発に係る経験を積んでおり、CDAスタッフが農村住民と共同で水産資源の保存
及び管理を行うための能力はある程度向上したと考えられる。 

2.漁村住民の生計安定及び
向上のための CDAのプロジ
ェクト管理能力が向上する。
 

2-1.対象村落で実施されたパイロ
ットプロジェクトの数 
2-2.各村落でモニタリング・評価ワ
ークショップが開催される。 
2-3.パイロットプロジェクト（能力
向上ワークショップを含む）が評

2-1.パイロットプロ
ジェクト報告書 
2-2.モニタリング・評
価報告書 
2-3.モニタリング・評
価報告書 

2-1. 4対象村落で 8のパイロットプロジェクト活動が開始され、うち７活動が現在も実施中で
ある。37SHGsが活動に関与し、受益者は 403名にのぼる。 
2-2.& 2-3.プロジェクトで雇用された NGOsが、パイロット活動の促進・支援、進捗の報告を
担っている。CDA主導の下、月例会合が開催され、パイロット活動の進捗が確認され、CDA 
C/P、専門家、technical committeeメンバーから、NGOs/SHGメンバーに対し、必要な指示・指
導がなされている。中間評価（2008年 12月）及び最終評価（2009年 3月）が実施され、大



 

価ワークショップで効果があった
と評価される。 

 部分のパイロット活動は SHGsに便益をもたらし、漁村住民の生計向上のための代替収入源に
なりうると結論づけられた。 
ヤギ：販売に至っていないが、子ヤギの出産あり。 
乳牛：牛乳販売で継続的な収益があり（収益率は高くないが）。 
干魚・野菜販売：収入源となる、ビジネスセンスが磨かれる。 
雑貨店経営：機能せず。 
ラッカセイ栽培のための灌漑施設：収穫向上。 
テントハウス貸出：成功、収益にて新たなテントを購入。 

CDAスタッフは、パイロットプロジェクトの対象 SHGs及び活動の選択（計画立案）、実施、
モニタリングの経験を得ることができた。本プロジェクトでは、畜産、農業活動を漁村に導
入することが試みられ、新たな知識が得られた。 
CDAC/Pの自己評価によれば、PP実施を通じて、ヤギの調達、干魚販売、評価プロセス、文
書作成で、新たな技術・知識を得たとしている。 
VASs、NGOsとのインタビューによれば、CDAスタッフによるパイロットプロジェクトの調
整は適切であったと評価している。 
SHGsメンバーへのインタビューによれば、CDAスタッフは問題に対する適切な指示・アド
バイスをくれた、パイロットプロジェクトの実施を通じて CDAスタッフとの関係が近くなっ
たと評している。 
以上により、漁村住民の生計安定及び向上のための CDAスタッフのプロジェクト管理能力は
向上したといえる。 

3.プロジェクトの効果的な
実施のための CDA及び関係
機関による連携体制が強化
される。 

3-1.パイロットプロジェクトの実
施や水産資源管理計画等の重要課
題に関連機関との協議回数 
3-2.パイロットプロジェクトで得
られた教訓・提言の数 
3-3.成果 1及び 2の活動がプロジェ
クト終了後も継続されるという意
思決定がなされる。 

3-1.プロジェクト完了
報告書 
3-2.JCC会議議事録 
3-3.JCC会議議事録 

3-1. JCC、水産資源管理計画策定委員会、パイロットプロジェクト月例会合等において、CDA
と関係局・機関で重要課題が協議されている。 
3-2.パイロットプロジェクト現場では、農業局普及員、畜産局 VASによる技術指導が行われ
るなど、関連局との連携は強化されている。パイロットプロジェクト実施を通じて幾つかの
有効な教訓及び提言が得られ（家畜調達方法の改善、技術研修等）、月例会合において関係
者の間で適切に共有されている。 

3-3.水産資源管理計画の策定には、水産局職員も関与している。計画承認後の実施にも積極的
に関与する旨を同職員は明言している。漁村住民の生計向上活動については、同様の活動の
プロジェクトプロポーザルが既に提出済の第 13次中央政府財政委員会グラント（2010/11～
2014/15年）に対する CDA行動計画及びオリッサ州総合沿岸地域管理計画に含まれている。
農業局及び水産・畜産局の幹部職員は、漁村住民へ必要なサービスを提供することは業務の
一環であり、政府の方針にも一致することから、両局ともに将来的にも CDAとの連携を継続
していく意志を示している。 
以上より、本プロジェクトを通じて、CDAと関係機関による連携体制は強化されたといえる。 

 



 

＜実施プロセス＞ 
評価設問（大項目） 評価設問（小項目） 情報源 評価結果 
計画との比較 計画からの遅延、変更点は何か。 

遅延、変更の理由は何か。 
・ 事前評価報告書 
・ 事業活動報告書 
・ 関係者の意見 

プロジェクト前半部分で進捗に遅延があった。 

技術移転の方法 技術移転の方法に問題はなかったか。 ・ 事業活動報告書 
・ 関係者の意見 

C/Pが兼務で時間が限られていることから、技術移転方法は主に OJTとなった。研修・
セミナーを組み合わせた方が効果的であった。 

プロジェクト実施体制は機能しているか。 
機能していない場合の問題は何か。 

・ 事業活動報告書 
・ 関係者の意見 

本プロジェクトの C/Pとして配置されている CDA職員は 8名である。中間評価調査で
の提言に対応し、生計向上活動プロジェクトの経験をもつ職員がパイロットプロジェク
ト活動を管理する C/Pとして追加配置された。CDA C/P全員が兼任ではあるが、本プ
ロジェクト活動には積極的に関与しており、プロジェクト実施体制は基本的に機能して
いるといえる。 

モニタリング体制は機能しているか。 
機能していない場合の問題は何か。 

・ 事業活動報告書 
・ 関係者の意見 

プロジェクト全体については、JCCにてモニターされている。水産資源管理計画は策定
委員会により進捗が管理されている。パイロットプロジェクトは関係者（CDA、専門家、
VAS、NGOs、SHGs）が一同に会する月例会合で進捗がモニターされている。 
その他プロジェクトに係る日常業務は CDAレベルにてモニターされている。C/P（主に
PM）と専門家は月 2回の定例会議を設けるとともに、必要に応じて協議を行っている。 

プロジェクト実施体
制 

JCCは必要な時期に開催されているか。その議
題は何か。 

・ 事業活動報告書 
・ JCC報告書 
・ 関係者の意見 

これまでに 6回の JCCが実施。詳細は上記のとおり。 

適切な C/Pが配置されたか。 ・ 関係者の意見 C/Pとして配置されている CDA正規職員は 5名で全員兼務である。水産資源調査を実
施している C/Pは臨時職員である。 

実施機関・C/Pのプロジェクトに対する認識は
高いか。 

・ 関係者の意見 JICA技術協力プロジェクトは CDAにとって初めての経験であったが（通常は CDAは
プロジェクト資金受取り調整機関として機能）、現在ではスキームを理解している。修
正 PDMについても現在では十分な理解がなされている。 

C/Pのプロジェクトへの参加・コミットの度合
いは高いか。 

・ 関係者の意見 主な C/Pはプロジェクトへ積極的に関与。しかし、正規職員は全員兼任であるため、他
業務とのスケジュールは調整しているが、他業務が忙しい時は、プロジェクト活動への
参加度が減少することもある。 

インド側の予算措置は適切か。 ・ 予算書 
・ 関係者の意見 

人件費を含むプロジェクト運営費のインド側負担分は、インド政府及び州政府により賄
われており、問題はなし。 

相手国のオーナーシ
ップ 

その他関係組織・者（水産局、畜産局、農業局、
NGOs、SHGs、漁民）のプロジェクトへの参加
度やプロジェクトに対する認識は高いか。 

・ 関係者の意見 JCC及び関連の会合を通じて、関係局のプロジェクトへの理解は高い。現場レベルでは、
VASと農業普及員が技術指導を行うなどコミットメントは高いが、プロジェクト全体
への理解ということでは限定される。 

コミュニケーション 日本人専門家とC/Pとのコミュニケーションは
スムーズか。 

・ 関係者の意見 日本人専門家と C/Pとのコミュニケーションはおおむね良好であり問題はなし。問題が
生じた際は、日本人専門家と C/Pで会合をもち、適切な対応をしている。JCC、その他
関連の会合を通じて、関係機関との情報共有がなされている。 

その他の問題 プロジェクト実施過程で生じた問題や、効果発
現に影響を与えた要因はあったか。それは何か。

・ 事業活動報告書 
・ 関係者の意見 

NGOsの能力が想定していたよりもかなり低かった。 



 

2. 評価 5項目 
評価設問 

評価項目 大項目 小項目 情報源 調査結果 

インド第 11次 5カ年計画（2007
～2012年）との整合性はあるか。

・ 5カ年計画 重要課題として、分裂・格差（富裕層と貧困層、生活必需サービスへのアクセス、指定
カースト・指定部族・マイノリティ・後進諸カースト、ジェンダー、都市と農村）の解
消、環境保全が掲げられている。水質の改善、住民参加による野生生物の保全が含まれ
ている。 

本プロジェクト（プロジ
ェクト目標、上位目標）
は、インド及びオリッサ
州の開発政策と整合性
が取れているか。 オリッサ州との開発政策との整

合性はあるか。 
・ CDA設立目的 
・ 関係者の意見 

オリッサ州政府は、1991年に CDAを設立し、チリカ湖の生態環境保全や持続的な自然資
源の利用を基本とした分野横断的な開発に取り組んできた。 

対インド国別援助計画との整合
性はあるか。 

・ 対インド国別援助
計画（2006年 5月）

対インド ODAの重点目標のひとつとして貧困・環境問題の改善が掲げられている。 日本の ODA政策に整合
しているか。 
 JICA国別事業実施計画との整合

性はあるか。 
・ JICA国別事業実施
計画（2004年度）

同計画では、貧困対策と環境保全を協力実施上の重点分野としており、本プロジェクトは
両者のバランスと持続可能な開発の達成をめざすものとして位置づけられる。 

プロジェクトは、CDAのニーズ
に合致していたか。 

・ 事前評価・中間評
価報告書 

・ 関係者の意見 

チリカ湖の生態系・生物多様性の保全、調査、チリカ湖総合資源管理計画の策定等は、
CDAの任務（mandates）である。 

プロジェクトは、対象地域・社
会のニーズに合致していたか。

・ 事前評価・中間評
価報告書 

・ 関係者の意見 

チリカ湖の漁獲量はオーバーフィッシングによる減少傾向がみられる。「チリカ湖漁業に
関する条例」（1988年制定）では、特定地域、特定時期、一定体長以下の漁業禁止が規定
されているが、守られていない。科学的水産資源調査に基づく水産資源管理計画を策定す
る一方、漁村住民への啓発活動を行う、本プロジェクトは、対象地域・社会のニーズに合
致するものである。 

妥当性 

本プロジェクト（プロジ
ェクト目標、上位目標）
は対象地域・社会のニー
ズ、ターゲットグループ
のニーズに合致してい
るか。 

パイロット事業のターゲットグ
ループの選択及びその規模は適
正であったか。そのニーズに合
致していたか。 

・ 事前評価・中間評
価報告書 

・ 事業進捗報告書 
・ 関係者の意見 

対象漁村は、選択基準に則り、CDAとプロジェクトで適正に選択。プロジェクト、NGOs、
その他関係局も参加し、各村落で要望調査を実施し、ワークショップを通じて、SHGs及
び活動を選択した。活動は村民側（SHGs）のニーズに基づくものであり、選択プロセス
も適正である。パイロット活動と水産資源管理との関連を漁村住民が正しく理解すること
をより重視すべきであったと考える。 

プロジェクト目標は達
成されているか。 

チリカ地域の持続可能な農漁村
開発に関するチリカ開発公社
（CDA）の能力が向上する。 

・ 達成状況表 上記のとおり。 

アウトプットは、プロジ
ェクト目標達成に貢献
しているか。 

アウトプットはプロジェクト目
標達成にとって十分で、適切で
あるか。 

・ 関係者の意見 本プロジェクトでは、水産資源データ管理・分析のシステム構築、CDAが業務を遂行す
るうえで有効なガイドライン・マニュアルとなる出版物の作成など、CDAが組織として
知識・技術を蓄積するための配慮もなされている。 

有効性 

プロジェクト目標の達成
に貢献するまたは阻害す
る外部要因はあったか。 

政策、政府による事業、経済状
況の変化、自然条件等の要因は
あったか。 

・ 関係者の意見 特段なし。 

効率性 アウトプットは達成さ
れているか。 

1.CDAが漁村住民と共同で水産
資源の保存及び管理を行うため
の能力が向上する。 

・ 達成状況表 上記のとおり。 



 

 
2.漁村住民の生計安定及び向上
のためのCDAのプロジェクト管
理能力が向上する。 

・ 達成状況表 上記のとおり。  

3.プロジェクトの効果的な実施
のためのCDA及び関係機関によ
る連携体制が強化される。 

・ 達成状況表 上記のとおり。 

専門家の人数、専門分野、派遣
時期・期間は適切か。 

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 

第 1、2年次の水産資源管理専門家の投入に遅延があった。水産資源管理分野に係る業
務（水産資源調査、水産資源管理計画策定）は、長期的計画を立て、継続的に業務を遂
行する必要があり、途中での要員の交替、短期シャトル型の専門家派遣は適切ではなか
った。 

供与資機材の種類、量、設置時
期は適切か。投入された資機材
は有効に活用されているか。 

・ 達成状況表 
・ 機材利用状況 
・ 関係者の意見 

特に問題なし。 

本邦研修の研修員の選択、人数、
研修時期・期間、内容は適切か。

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 

プロジェクト活動に直接関与している C/Pの派遣であるため適切である。本邦研修に参
加した C/Pの意見では、同研修で得られた知識は、本プロジェクトでの活動及び他の
CDA業務に生かされている（例：環境教育→本プロジェクトでの漁村民啓発、他の CDA
業務での学校児童への環境教育、湖モデリング、GISシステム等）。 

カウンターパートの人数、配置
状況、能力は適切であるか。 

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 

CDAの組織としての性格上致し方がないが、C/Pの人数が限られており、かつ兼務であ
るため、本プロジェクトへの関与が低くなってしまうケースもあった。 

インド側の提供した事務所・施
設は適切であるか。 

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 

特に問題なし。 

活動、達成されたアウト
プットからみて、投入の
質・量・タイミングは適
切であったか。 
 

インド側のプロジェクト予算は
適正な規模か。適切なタイミン
グで支出されたか。 

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 

特に問題なし。 

1.「CDAが漁村住民と共同で水
産資源の保存及び管理を行うた
めの能力が向上する」ための活
動が十分であったか。 

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 
・ CDA C/Pへの聞取
り 

科学的調査に基づく水産資源アセスメント、漁村民への啓発活動、関連機関と共同で資
源管理計画を策定する本プロジェクトの活動は、「CDAが漁村住民と共同で水産資源の
保存及び管理を行う能力が向上する」ためには適切であった。本プロジェクトでは、新
たな方式による水産資源調査は 1年あまりの実施となるが、計画改訂のため、資源調査
は長期的に継続していく必要がある。 

2. 「漁村住民の生計安定及び向
上のためのCDAのプロジェクト
管理能力が向上する」ための活
動が十分であったか。 

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 
・ C/Pへの聞取り 
・ NGOs/SHGsへの
聞取り 

本プロジェクトでのパイロットプロジェクトの実施は、「漁村住民の生計安定及び向上
のための CDAのプロジェクト管理能力が向上する」ために適切な活動であった。CDA
側の要員体制を考えると、規模も適切であった。 

 

活動はアウトプットを
産出するためには十分
であったか（質・量・タ
イミング）。 

3. 「プロジェクトの効果的な実
施のためのCDA及び関係機関に
よる連携体制が強化される」た
めの活動が十分であったか。 

・ 達成状況表 
・ CDA C/Pへの聞取
り 

・ 関係機関への聞取
り 

JCC、関係機関との各種協議（水産資源管理計画策定 Committeeへの水産局の参加、パ
イロットプロジェクト月例会合等）、パイロットプロジェクト現場での農業局普及員、
畜産局 VASによる技術指導を通じて、CDA及び関係機関の連携体制は強化されており、
活動は十分かつ適切であった。 



 

プロジェクトの効率性に貢献あるいは阻害したその他の
要因はあったか。 

・ 関係者の意見 NGOの技術的能力が想定よりも低かった。 

チリカ湖における持続可能な
農漁村開発が展開される見込
みか。 

・ 達成状況表 
・ 関係者の意見 

上記のとおり。 上位目標は達成される
見込みか。 

上位目標の達成を阻害する要
因はあるか。 

・ 関係者の意見 類似プロジェクトの承認可否、資源管理計画の承認・実施の可否。 

インパク
ト（予測） 

その他の効果・影響が
（正負）が想定される
か。 

 ・ 関係者の意見 本プロジェクトで実施されたベースライン調査（127村対象）は、チリカ湖周辺におけ
る初めての網羅的大規模漁村調査である。また、本プロジェクトにおける水産資源調査
は、科学的根拠に基づく調査という点で初めての試みである。これら調査の分析結果は、
本プロジェクトにおける水産資源管理計画策定のみならず、他機関が生計向上活動を計
画する、他地域で水産資源調査を実施する際に、有効に活用できる。 
パイロットプロジェクト活動を通して、対象 SHGsの能力向上等がみられた。 

政策・制度面での支援は協力終
了後も継続する見込みか。 

・ 関係者の意見 CDAは、森林・環境局、水産・畜産局、農業局等、関係局と良好な関係を維持しており、
本プロジェクト終了後も、これら関係局からの支援が大いに見込める。 

＜政策制度面＞ 

パイロット事業の対象地域が拡
大していくための取り組みが担
保されているか。 

・ 関係者の意見 漁村住民の生計向上活動に係るプロポーザルが CDA行動計画に含まれている。この計
画が承認され、プロジェクトが実施されれば、本プロジェクトでのパイロット事業と同
様の活動が展開される。 

＜財政面＞ 
 

プロジェクトの効果を持続する
ための十分な予算確保が見込め
るか。 

・ 予算・資金計画 
・ 関係者の意見 

漁村住民の生計向上活動プロジェクトの承認可否次第であるが、予算確保はある程度見
込める。 
本プロジェクトでの水産資源調査は、CDAの現有要員体制で実施可能な規模かつ多額の
経費を必要としない方法をとっているため、CDAの予算内で継続が可能である。 
水産資源管理計画の実施については、同計画に対する州政府の承認が得られたのちに予
算の承認となるため、今後の見通しは不確かである。 

プロジェクトの効果を持続する
ための活動実施能力（人材配置、
意思決定の迅速性等）は備わっ
ているか。 

・ 関係者の意見 
 

本プロジェクトでの活動を通じて CDA C/Pの知識・技術は向上しており、関連機関との
連携・協調体制も強化されていることから、同様の活動を継続実施していく能力は十分
に備わっているといえる。 

移転された技術・知識は CDA内
で定着する見込みか。 

・ 関係者の意見 
 

CDAスタッフの大多数は関連局からの出向者であり、水産資源調査の実施を担っている
のは臨時職員［Ph. Dの学生（3年程度）、landing surveyors（臨時であるが雇用は長い）］
である。しかし、水産資源調査については、本プロジェクトにてデータベースが構築さ
れ、資源評価のためのデータ解析についてマニュアル整備が進められており、要員が交
替しても、対応が可能となっている。パイロット活動についても、計画立案、研修・訓
練、モニタリング、評価に係るマニュアルをプロジェクトで取りまとめ中であり、同様
の活動を実施する際のガイドライン・参考として活用できる。よって、CDAが組織とし
て、同様の活動を継続するための整備もなされているといえる。 

＜組織・技術面＞ 

十分な CDAスタッフ（質、量）
の配置が見込めるか。 

・ スタッフの配置 
・ 関係者の意見 

現在以上の要員配置は特に見込めない。 

自立発展
性（見込
み） 

自立発展性に影響を与える貢献・阻害要因は何か。 ・ 関係者の意見   
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